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I. はじめに 

 

1. 本報告書の概要 

 

本報告書は、マレーシア・サラワク州（マレーシア最大の州）において行われている熱帯雨林

の違法伐採、及び、違法伐採が引き起こす先住民族の権利の侵害について報告するとともに、サラワ

ク州の伐採企業、サラワク州政府、日本企業及び日本政府等の違法伐採に関与するステークホルダー

に対し、違法伐採の撲滅に向けた実効的な対策を取ることを求めるものである。 

A)  サラワク州での違法伐採による先住民族の人権侵害及びマレーシア政府の対応 

 

サラワク州の先住民族は、伝統的な法律や慣習に従い、その生活を維持する手段として森林に

依存してきた。これらの先住民族の土地に対する権利は、マレーシア憲法においても認められ、先住

民族の慣習法上の権利（Native Customary Right）と定義されている。 

サラワク州政府及びマレーシアの木材伐採企業は、違法伐採によって豊富なサラワク州の熱帯雨林を

激減させ、何世紀にも渡って熱帯雨林で生活してきた先住民族の生活様式に重大な影響を及ぼしてき

た。 

サラワク州における森林伐採は、マレーシア政府の管理するライセンス制度により規制されて

おり、先住民族の土地に対する慣習権は、当該ライセンス制度の下で保護されることが想定されてい

る。ところが実際には、サラワク州の現地伐採企業と州政府の癒着及び汚職を背景として、先住民族

の土地に対する慣習権を無視した伐採計画に対してもライセンスが乱発されている。加えて、実際に

先住民族の土地に対する慣習権が侵害されたとしても、州政府の伐採企業との癒着や州政府のリソー

ス不足等の理由により、違法伐採に対する州政府の取締りは著しく不十分である。 

このような事態に対処するため、 マレーシア人権委員会は実態調査を行い、2013年に公表され

た報告書では、先住民族の土地に関する慣習的な権利が法令上正しく認識されておらず、その結果、

先住民の権利を侵害する形で伐採や開発の許可が与えられていることが報告されている。マレーシア

政府は同報告書を分析するためのタスクフォースを立ち上げ、先住民族から事前の手続に基づく同意

を取得することなどを内容とするタスクフォースの勧告を受け入れたとの報道がなされているが、先

住民族の立場に立った改革が実行されるかは予断を許さない状況にある。 

B)  日本の緩い規制による違法伐採の助長 

 

日本はサラワク州の木材及び木材製品の主要な輸入国であり、日本においてもサラワク州の違

法伐採材が広範に使用されている。違法伐採材の流入の要因としては、日本政府の違法木材に関する

緩い規制を指摘することができる。すなわち、違法木材の輸入の防止に関する日本の法令としては、

グリーン購入法や林野庁が策定したガイドライン等が存在するが、日本には、民間部門に対し違法に

伐採された木材の輸入を禁止し、違反した輸入者に刑事罰を科す法令は存在しない。また林野庁のガ

イドラインに基づき構築された合法木材制度は、民間の自主的な取り組みであるが、合法性の証明方
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法として、州政府と伐採業者との癒着が指摘されるサラワク州側の認証文書に依拠することを認めて

いるなど、サラワク州の違法伐採木材を排除する役割を果たしていない。このような違法伐採木材に

対する日本の緩い規制及びそれに安住する日本の輸入企業が、サラワク州の違法伐採問題を助長して

いるといえる。 

 

以上を踏まえ、ヒューマンライツ・ナウは、現地伐採企業に対して違法伐採の即時停止を求め

るとともに、日本企業に対しては、違法伐採を行っている伐採企業からの木材及び木材製品の輸入を

即時に停止することを要求する。 

また、マレーシア政府に対しては、マレーシア人権委員会の提言に従った先住民族の土地に対

する権利を保護する法改正及び法運用の改善を求め、日本政府に対しては、違法木材の輸入を全面的

に禁止し、違反者に刑事罰を含む制裁を科すよう法令を改正することを求める（なお、ヒューマンラ

イツ・ナウの提言の詳細については、VII.「提言」をご参照いただきたい。）。 

 

2. 本報告書の構成 

 

本報告書は、以下のとおり構成される。 

II 章においては、サラワク州における違法伐採の影響及び違法伐採の構図を概観する。また、

ここでは、違法伐採に深く関係するステークホルダーである①サラワクの先住民族、②現地伐採企業、

③サラワク州政府、④日本企業、及び⑤日本政府が、違法伐採にどのように関与し、どのような影響

を受けているかを概観する。 

III 章では、違法伐採の原因について分析する。ここでは特に、サラワク州の伐採に関連するラ

イセンス制度及び先住民族の土地に対する慣習権の法的位置付けを分析し、サラワク州における伐採

によって、先住民族の土地に対する慣習権がいかに侵害されているのかを明らかにする。また、ここ

では違法伐採を取り締まる法規制が適切に運用されていないこと、及びその背景にあるサラワク州政

府及び現地伐採企業との癒着及びそれに起因する汚職の問題についてもあわせて説明する。 

IV 章では、生活基盤の破壊をはじめとする違法伐採がもたらす先住民族の土地に対する慣習権

の侵害状況を概観する。 

V 章では、先住民族の土地に対する権利に関するマレーシアの国内法（判例法を含む。）及び国

内法の運用状況に関するマレーシアの国内人権機関である SUHAKAM の報告書を紹介する。また、先

住民族の土地に対する権利に関する国際人権基準についてもあわせて説明する。 

VI 章では、サラワク州の木材の最大の輸入国である日本における違法伐採材の使用の現状を紹

介する。ここでは、日本政府の違法伐採材の輸入に関する規制が、米国、EU 及びオーストラリアと比

較して緩やかであり、かかる緩い規制が違法伐採材の日本における広範な使用を許容していることが

明らかにされる。 

本報告書の終章である VII 章では、違法伐採を根絶し、先住民族が土地に対する慣習権を享受

できるようにするため、現地企業、日本企業、日本政府、マレーシア政府及びサラワク州政府がとる
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べき対応策を提言する。  

 

3. 調査の方法 

 

本報告書は、当団体の調査員による日本法、マレーシア法及び違法伐採に関連する国際法規範

に関する文献調査の結果、違法伐採の問題に関与している NGO 関係者へのヒアリング、及び先住民族

や現地関係者が来日した際のヒアリング調査の結果に基づき作成されている。また、VI.1「日本におけ

るサラワク州の違法伐採材の使用状況」に関しては、報告書記載の日本企業に対して記載内容につい

て確認をとり、企業からの回答内容を反映している。なお、本報告書は、違法伐採の原因となってい

るマレーシア及び日本の法制度の問題点を指摘することを主眼としているため、マレーシアの現地調

査は行っていない。 
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II. 背景 

 

1. 違法伐採及びその影響 

 

マレーシアのボルネオ島にある2つの州の1つであるサラワク州では、長年にわたり、極めて過

剰な森林伐採が行われており、サラワク州の森林は著しく減少している。 

［サラワク州の地図］  

 

実際、1960年と2010年のサラワク州の地図を比較すると、森林の占める割合が大きく減少して

いることが見て取れる（次頁の図を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     森林伐採中の風景 2007年撮影 
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(1) 1960年のサラワク州の森林図（図の緑及び青色の部分が森林） 

 

出典：Bruno Manser Fund 作成。http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-

scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/ 

(2) 2010年のサラワク州の森林図（図の赤色部分が伐採により失われた森林） 

 

出典：Bruno Manser Fund 作成。http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-

scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/ 

http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/
http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/
http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/
http://news.mongabay.com/2014/02/new-forest-map-for-sarawak-reveals-large-scale-deforestation-encroachment-on-indigenous-territories/


 

 6 

こうした過剰な森林伐採は最近まで続いており、たとえば、サラワク州には、世界の0.5％ほど

の熱帯雨林しかないにもかかわらず、2010年の全世界の熱帯木材の輸出量の25%は同州で伐採された木

材であるとされる1。また、サラワク州では、2006年から2010年にかけても年率約2%のペースで森林が

減少しており2、2013年に公表された国際 NGO 作成にかかる報告書においてはサラワク州の原生林の

うち手つかずの状態で残っているのは5%に過ぎないと推計されている3。 

 

2. 違法伐採の構図 

 

こうした過剰な森林伐採の背景には、サラワク州政府が先住民族の土地に対する権利を無視し

た形での伐採ライセンスを乱発していることや、企業による森林関係法規や伐採ライセンスの条件に

違反した伐採が行われてきたこと、当該違法伐採に対する責任追及が十分になされていないことがあ

る。 

サラワク州において森林を伐採するには、政府の管轄下で発行されたライセンスを取得する必

要があり、それにより当該伐採がマレーシア法上合法な活動として認識される。また、多くの裁判例

において、伐採ライセンスが先住民族の土地に対する慣習権を侵害するときは当該伐採ライセンスの

付与は違法となると判断されている。 

しかし、サラワク州政府は、先住民族の土地に対する慣習権を裁判例で認められた概念よりも

狭い解釈で捉えて伐採ライセンスを発行するという運用を最近に至るまで継続しており、伐採企業と

共に先住民族の土地に対する慣習権を侵害し続けてきた。 

また、サラワク州の伐採企業は、サラワク州の森林関係法規や伐採ライセンスの条件に違反し

た、違法伐採を数多く行ってきている。具体的には、ライセンス許可地域外での伐採、国立公園候補

地のため許可地域から除外された保護区域での伐採、再伐採時の環境影響評価の不実施などが挙げら

れる。 

このように違法に伐採された木材の多くは、総合商社などを通じて日本にも輸入されているが、

日本企業は、輸入にあたって、サプライ・チェーンにおける木材の伐採プロセスの適法性や森林伐採

による資源の持続可能性という問題についての注意を十分に払っていない。また、日本政府も、日本

企業による違法木材の輸入を防止するために十分な対策を講じておらず、結果的に違法木材の輸入を

助長している。 

 

3. 関連ステークホルダー 

 

 以下では、違法伐採に最も深く関係するステークホルダーについて、①サラワクの先住民族、②現

地伐採企業、③サラワク州政府、④日本企業、及び⑤日本政府の順に説明する。 

                                                
1 'Global Witness: In the future, there will be no forests left' Nov 1, URL: https://www.globalwitness.org/archive/hsbc/, 6. 
2 ‘Impact of oil palm plantations on peatland conversion in Sarawak 2005-2010,’ Sar Vision, Jan 25, 2011, URL: 
http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Report/Malaysia%20Sarvision.pdf, 11. 

3 グローバル・ウィットネス「野放し産業」6頁（2013年9月）URL: https://www.globalwitness.org/documents/10687/japan-

sarawak-report-final-lo-res.pdf. 

https://www.globalwitness.org/archive/hsbc/
http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Report/Malaysia%20Sarvision.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/10687/japan-sarawak-report-final-lo-res.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/10687/japan-sarawak-report-final-lo-res.pdf
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① サラワクの先住民族 

 

サラワク州の人口は約250万人であり、サラワク州はマレーシアの中でも最も人口密度の低い

州である4。マレーシア憲法上、サラワク州の先住民族として、イバン族、プナン族、ケラビット族を

含む26の民族が列挙されている5。このように人口密度が低い背景には、サラワク州の先住民族が代々

維持してきた伝統的な生活様式の特徴がある。サラワク州の先住民族は、その土地及び森林を利用し、

森林に依存して生活してきたのである。先住民族の生活様式の一例は以下のとおりである6。 

 

イバン族（Iban） 

イバン族は、社会全体が、川や支流の土手の上の木造のロングハウスに住んでいる。これらの伝

統的なロングハウスやその周辺地区は、「そこから食べる土地」という意味の「pemakai menoa」

と呼ばれている。各イバン族の pemakai menoa は、近隣の農地、耕作地及び墓地に加え、最も重

要な、歩いて半日程の周囲の森林地区を含む。イバン族は、農作物、水の収集及び狩猟のほか、

際立った民族の一員を称える等の伝統行事を行うために、森林地区に依存している。 

 

ケラビット族（Kelabit） 

ケラビット族も、その生活様式は周囲の森林資源に依存しており、彼（女）らが生活する土地及

びその周辺土地の保護を必要としている。イバン族の pemakai menoa と同様に、ケラビット族の

伝統地区は、農地及び洞窟内にある墓地のほか、狩猟、漁獲、収集及び開墾のための近隣の森林

を含む。このため、この周辺の森林の土地は、ケラビット族の生存にとって不可欠である。 

 

プナン族（Penan） 

プナン族は、伝統的に狩猟及び収集を行ってきた遊牧民族であり、高度な平等主義社会と土地へ

の敬意で知られている。ほとんどのプナン族は、今では、イバン族やケラビット族と類似点の多

く、ロングハウス社会における農業的な生活様式に移行している。しかし、遊牧的であるか否か

に拘わらず、全てのプナン族は依然として森林資源に依存しており、環境に優しい地球の利用方

法である「molong」を実践している。 

 

上記のように、これらの先住民族は、依然として伝統的な法律や慣習に従っており、その生活

を維持する手段として土地に依存している。ところが、こうした先住民族の慣習を全く無視した形で、

数十年にも渡る森林伐採が行なわれてきたことにより、先住民族の人々は生存・生活の基盤を奪われ、

                                                
4 Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated: 05/08/2011), Department of Statistics, 
Malaysia, URL: 
http://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&m
enu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09 
5 Federal Constitution of Malaysia, Article 161(A), subsection 7. 
6 Ramy Bulan and Amy Locklear, ‘Legal Perspectives on Native Customary Land Rights in Sarawak,’ SUHAKAM, 2008, URL: 

http://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/12/Legal-Perspectives.pdf, 34-35, 38-39, 41-43. 

http://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09
http://www.statistics.gov.my/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=117&bul_id=MDMxdHZjWTk1SjFzTzNkRXYzcVZjdz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09
http://www.suhakam.org.my/wp-content/uploads/2013/12/Legal-Perspectives.pdf
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持続可能な生活及び生存に重大な影響を被っている。 

 

②現地伐採企業 

 

 サラワク州では、以下に掲げる6つの巨大伐採企業グループが木材産業を支配している7（企業

名につき順不同）。 

   【6つの巨大伐採企業グループ】 

・Samling Group,  

・Rimbunan Hijau Group,  

・WTK Group,  

・Ta Ann Group,  

・KTS Group 

・Shin Yang Group 

 

これらの企業は、サラワク州政府と密接な関係を有しており8、創業者の親族が議員を務めてい

る例や、政府関係者がグループ企業の株主又は役員会のメンバーであるといった例がみられる。森林

伐採のためのライセンスの大半がこれらの企業に与えられており9、これらの企業は今や木材産業だけ

でなくパームヤシのプランテーションの経営や建設業、不動産開発などサラワク州の多くの産業で重

要な地位を占めるに至っている10。 

一方、森林伐採のライセンス収入はサラワク州政府の最大の収入源であるとされている11。つ

まり、巨大伐採企業グループとサラワク州政府は、共通の利害関係に立って、過剰伐採により森林を

破壊することを通じて、莫大な利益を上げてきたのである。 

 

③サラワク州政府 

 

サラワク州政府はこれまで、先住民族を無視し、急成長する木材産業を優遇することを選択し

てきた。すなわち、州政府は、土地に関する先住民族の土地に対する慣習権を著しく軽視し、伐採ラ

イセンスを違法に伐採企業に供与し、先住民族の土地の伐採を許してきた。 

 

④日本企業 

 

主要な輸入業者には、双日株式会社、伊藤忠商事株式会社、住友林業株式会社、三井住商建材

株式会社、丸紅建材株式会社、トーヨーマテリア株式会社、ジャパン建材株式会社などの企業とその

                                                
7 ‘Development of Global Timber Tycoons in Sarawak, East Malaysia,’ Bruno Manser Fonds, February 2011, URL: http://stop-
timber-corruption.org/resources/bmf_report_sarawak_timber_tycoons.pdf, 31-32. 
8 Id, 65. 
9 Id, 32. 
10 Id, 64. 

11 Id, 23-24. 
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子会社が含まれ、清水建設株式会社、鹿島建設株式会社、大成建設株式会社といった大手建設会社が

建設事業においてサラワク州の違法伐採材を使用している（企業名につき順不同）。 

 

⑤日本政府 

 

 日本政府は、 公的調達に関わる法律であり、国家が環境負荷の少ない物品の調達に努めるべき

ことを定めた「グリーン購入法」（正式名称：国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成12年法律第100号））を制定し、公的部門は合法木材のみを調達するとの方針を実施することを決定

した。同法に基づき2006年に林野庁が策定したガイドラインが、輸入木材の合法性を判断するために

必要な一連の認証方法を定めている。 

しかし、この認証制度には、「合法性」の定義の曖昧さ、法律不遵守に対する罰則の欠如などの問題

があり、本制度の下でも、 違法伐採材の日本への輸入が続いていることが指摘されている。 

なお、グリーン購入法並びに林野庁ガイドラインに基づく認証制度の概要、及び同制度の問題点に

ついては、VI.2「日本の規制」をご参照いただきたい。 
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III. 違法伐採の原因 

 

サラワク州で違法伐採が継続的に行われてきた原因としては、マレーシアにおいて森林及び林

業セクターを規制、許可、管理する手続の執行及び運用が十分に機能していないことがあげられる。

マレーシアで森林伐採、木材加工又は輸出入を行うためには、それぞれ伐採ライセンス、製造ライセ

ンス又は輸出/輸入ライセンスが必要となり、これらのライセンス制度の下で違法伐採の取締りが行わ

れ、先住民族の権利が保護されることが想定されている。 

しかし、サラワク州政府による違法伐採の取締りはこれまで著しく不十分であり、また、サラ

ワク州政府と巨大伐採企業の癒着の結果、先住民族の権利を無視する形で伐採ライセンスが乱発され

ており、ライセンス制度による先住民族の権利の保護は極めて不十分な状況にある。 

 

1. ライセンス取得制度 

 

サラワク州の森林資源は、多数の政府機関及び政府関連組織によって管理されている。ライセ

ンス取得制度に関係する主な機関としては、下記の4つのサラワク州の機関を挙げることができる。 

               記 

・サラワク州資源計画環境省（Ministry of Resource Planning and Environment ） 

・サラワク森林局（Forest Department of Sarawak） 

・サラワク林業公社（ Sarawak Forestry Corporation (SFC)) 

・サラワク木材産業開発公社（Sarawak Timber Industry Development Corporation 

 (STIDC)） 

このうち、資源計画環境省が全体の統括機関であり12、その下に、伐採ライセンスの発行を行

うサラワク森林局13、ライセンス発行後の伐採の管理を行うサラワク林業公社14、木材の製造等の登録

15及び輸出入ライセンスの発行16を行うサラワク木材産業開発公社があるという構図である。 

A) 伐採ライセンスの付与 

 

サラワク州で伐採を行うには、サラワク森林局から伐採ライセンスの発行を受ける必要がある

17。各伐採ライセンスは、コンセッションと呼ばれる特定の地域に対して発行される18。サラワク州は、

                                                
12 ‘Functions of Ministry,’ Ministry of Resource Planning  and Environment, retrieved on December 25, 2015, URL: 
http://www.kpps.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?lang=en&mod=webpage&sub=page&id=45&menu_id=0&sub_id=67 
13 ‘Functions of Forest Department,’ Forest Department Sarawak, retrieved on December 25, 2015,URL: 
http://www.forestry.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=1104&menu_id=0&sub_id=99 
14 ‘Sustainable Forest Management,’ Sarawak Forestry Corporation, retrieved on December 25, 2015,URL: 

http://www.sarawakforestry.com/htm/sustainable.html 
15 ‘General Information,’ Sarawak Timber Industry Development Corporation, retrieved on December 25, 2015,URL: 
http://www.sarawaktimber.gov.my/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=78 
16 ‘Issuance of Export & Import License Through ePermit System,’ Sarawak Timber Industry Development Corporation, retrieved 
on July 28, 2015,URL: http://www.sarawaktimber.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=129 
17 Forests Ordinance 1958 (Cap. 126) of Sarawak, URL: 
http://www.sarawakforestry.com/pdf/laws/forests_ordinance_chapter_126.pdf, § 51(1), and Forests Bill, 2015, §40(1). 
18 Council on Ethics, The Norwegian Government Pension Fund Global, To the Ministry of Finance, Recommendation of 22 

February 2010, URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/etikk/recommendation_samling.pdf, 9. 

http://www.kpps.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?lang=en&mod=webpage&sub=page&id=45&menu_id=0&sub_id=67
http://www.forestry.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=1104&menu_id=0&sub_id=99
http://www.sarawakforestry.com/htm/sustainable.html
http://www.sarawaktimber.gov.my/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=78
http://www.sarawaktimber.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=129
http://www.sarawakforestry.com/pdf/laws/forests_ordinance_chapter_126.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/etikk/recommendation_samling.pdf
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通常、更新可能な5年間ないし10年間有効の伐採ライセンスを発行する19。企業は伐採ライセンスの申

請にあたり、下記事項を記載した計画書を提出する必要がある20。 

                記 

・森林管理計画（Forest Management Plan) 

・伐採される種 

・最低の伐採直径制限 

・毎年の可能な伐採地域 

・最大伐採量 

・道路建設及び企業が関連法令を遵守するために必要な他の行為 

 

ライセンス取得者は、ライセンスの付与後、入地許可証（Permit to Enter Coupe）を取得するた

め、伐採活動の前に サラワク林業公社に対して総合伐採計画（General Harvesting Plan、全体の許可に

係る伐採地の配置図及び伐採道路 を明記した計画書）を提出しなければならない21。 

さらに、企業がサラワク林業公社の規制を遵守するには、毎年、各許可に係る伐採計画書

（Harvesting Plans）を作成し、許可を得る必要がある22。 

この計画書には、当該企業の伐採地の配置図、使用する伐採方法、伐採道路網、保管場所、重

要な資源、重要な場所等を詳細に明記する必要がある23。 

B) 製造ライセンスの付与及び STIDCへの林業産業従事のための登録 

 

木材加工産業に従事する企業は、マレーシア連邦政府の国際貿易産業省（Ministry of 

International Trade and Industry (MITI)）からあらゆる産業の製造活動に必要とされる製造ライセンスの

付与を受けることに加え24、 サラワク木材産業開発公社(STIDC)に登録を行うことが義務付けられてい

る25。 

STIDCの設立と権限を定めた条例（THE SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT 

CORPORATION ORDINANCE, 1973 (ORD. NO. 3 OF 1973)）は、STIDCに木材・木材製品の生産、販

売、分配、マーケティングの規制・管理、製造基準や質、サラワク州の林業産業の貿易慣行を定める

権限を与えている。また、林業産業に従事するプラント、工場、事業用地を設立・管理・運営するい

かなる者も STIDCに登録しなければならないと規定しており26、STIDCへ登録していない企業には、

                                                
19 なお、サラワク州首相のサテム氏は2014年8月に、森林認証を取得した事業者についてライセンスの期間を最長60年

に延長する意向を表明している。Alison Hoare, ‘Illegal Logging and Related Trade The Response in Malaysia,’ Chatham House, 

January 25, 2015, URL: 

http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150121IllegalLoggingMalaysiaHoare.pdf, 16. 
20 Council on Ethics (note 18 above), 9. 
21 Id. 
22 Id. 
23 Id. 
24 Industrial Co-ordination Act 1975 of Malaysia, URL: http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%204/Act%20156.pdf, § 3(1). 
25 Sarawak Timber Industry Development Corporation Ordinance, 1973 (Ord. No. 3 of 1973), URL: 
http://sarawaktimber.org.my/doc/STIDC_Ordinance_1973.pdf, § 5A(1). 

26 Id. 

http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150121IllegalLoggingMalaysiaHoare.pdf
http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%204/Act%20156.pdf
http://sarawaktimber.org.my/doc/STIDC_Ordinance_1973.pdf
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300,000リンギット（約1億円）の罰金が課される27。 

C) 輸出/輸入ライセンス28 

 

輸出又は輸入を行う企業は、輸出又は輸入に関するライセンスを取得しなければならない。輸

出及び輸入ライセンスの発行は STIDC が担当する。STIDC のウェブサイトによると、2009年1月以降、

STIDC は、Sistem Maklumat Kastam と呼ばれる電子許可発行システム（e-permit）を使用するようにな

ったとされている。 

輸出業者及び輸入業者は、まず初めに STIDC に登録するとともに、企業の取引番号(trading 

number)を取得するために 税関局（Royal Customs Department）に登録しなければならない。 

さらに、当該企業は、e-permit システムの利用者として、同システムの運営者である

Dagnangnet Technologies Sdn Bhd に登録する必要がある。この電子システムは、木材産業の効率性及び

透明性を向上すると同時に、認可までの手続の最小化のために作られたものである。 

 

 

【 ライセンス取得制度の概要】 

 

 

 

 

                                                
27 Id. 
28 'Issuance of Export & Import License Through ePermit System,' Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC), 

retrieved June 29, 2015, URL: http://www.sarawaktimber.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=129 

http://www.sarawaktimber.gov.my/modules/web/pages.php?mod=webpage&sub=page&id=129
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2. 法の運用不全・運用体制の欠如 

 

サラワク州の規制においては、許可地域外での伐採など重大な法令違反がある場合には、伐採

ライセンスを無効とし、また、ライセンスの更新判断に影響を与えることができる29。 

しかし、そのような運用はほとんど行われてこなかった。サラワク森林局の現従業員及び元従

業員は、サラワク森林局が、法令違反を理由に伐採ライセンスを無効にしたり、更新を拒否したりし

たことはまれであるか又は聞いたことがないと証言している30。 

また、以前のサラワク州の法務長官であるフォン氏は、2009年に、 

「サラワク州は、違法伐採（中略）による経済的損失に苦慮している。 

（中略）州政府の法執行部は、人手、並びに、取締りのための物理的能力及び情報入手能力を

欠いている。」31 

と言及し、違法伐採の取締りが不十分であると批判している32。 

また、伐採された丸太は森林検査事務所に運搬され、森林検査事務所においてサラワク森林公

社の政府職員による検査が行われることになるが33、丸太から切り株までの物理的な追跡は行われてお

らず34、伐採地点から400キロ離れていることさえある森林検査事務所に木材が到着する前に政府職員

が定期的に検査に関与することは無い35。さらに、STIDC は、工場が合法的に供給された丸太のみを加

工していることを検証する手続きなしに輸出許可証を発行しているとされる36。  

このように、伐採及び森からの木材の運搬に対する法執行及び監視が不十分であるため、許可

地域外での伐採などの違法伐採は広く横行しており、こうした状況がサラワク州における環境破壊や

先住民族の土地の剥奪を生み出している。 

 許可地域外での伐採等と並んで違法伐採の原因となっているのが、サラワク州政府が最近に至

るまで継続的に、判例法上確立された先住民族の土地に対する慣習権を無視する形での伐採ライセン

スを発行してきたことである。 

そもそも、サラワク州では、伐採ライセンスの付与の際に、先住民族への事前相談や事前通知

は行われていない37。また、後記 V.1.B) 「1958年サラワク土地法（Sarawak Land Code 1958）」記載の

とおりそもそも多くの先住民族の土地に対する慣習権が法令上認識されていない。これらの制度上の

要因が、先住民族の土地に対する慣習権を無視する形での伐採ライセンスの発行が行われてきたこと

の背景となっている。 

 

3. 汚職 

 

                                                
29 Forests Ordinance, 1958 (Chapter 126), §§ 51A(1), 93 and Forests Bill, 2015, §42(1). 
30 Council on Ethics (note 18 above), 9. 
31 Council on Ethics (note18 above), 10. 
32 Council on Ethics (note 18 above), 10. 
33 ‘Legality Verification of Logs in Sarawak,’ Ministry of Resource Planning and Environment (MRPE), October 2012, URL: 

http://www.kpps.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=download&sub=download_show&id=118 

34 グローバル・ウィットネス、(前掲注3)15頁。 

35 同上。 

36 同上。 

37 Hoare (note 19 above), 16. 

http://www.kpps.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=download&sub=download_show&id=118
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先住民族の土地に対する慣習権の保護が不十分であることの原因としては、1980年代から続い

てきたサラワク州政府における汚職を挙げることができる。 

国際 NGO グローバル・ウィットネスによれば、サラワク州の前首席大臣であったアブドゥ

ル・タイブ・マハムド氏（Abdul Taib Mahmud）は、サラワク州での汚職を生みだし、汚職の横行に最

も深く関与してきた人物であるとされている38。 

国際環境団体である Bruno Manser Fondは、1985年から2014 年まで資源計画環境大臣（Minister 

of Resource Planning and Environment） でもあったタイブ氏が、許可を通じてタイブ氏自身及び親族に

利益を与え、ライセンス発行について絶対的な支配力を有していたと主張している39。また、グローバ

ル・ウィットネスが極秘に撮影したビデオでは、タイブ氏の近親者を含む多くの特権階級が、タイブ

氏に依頼することにより、簡単に土地及び許可が取得できることを率直に話している。また彼らは、

州政府が、サラワク州の主な土地取引の全てから通常10%を取得していることを素直に認めた40。さら

に、Bruno Manser Fonds によれば、伐採のためのライセンス及びその利益のほとんどが、Samling Group、

Rimbunan Hijau Group、WTK Group、Ta Ann Group、KTS Group及び Shin Yang Groupの6つの巨大伐採

企業に渡っており、いずれもタイブ氏の関係組織との親密な関係を有しているとされる41。 

伐採のライセンス収入がサラワク州政府の最大の収入源であることもあいまって42、サラワク

州政府は木材産業と利害を共通にしているため、州政府は巨大伐採企業と癒着し伐採ライセンスを乱

発してきた。このように先住民族の保護よりも木材産業の発展を優先した結果、サラワク州において

は急速な森林破壊と共に先住民族の深刻な人権侵害が引き起こされてきた。 

 

4. 最近の動き 

 

タイブ氏は2014年2月にサラワク州の首席大臣を退き、後任として就任したアデナン・サテム

（Adenan Satem）氏は、違法伐採の問題に本格的に取り組む姿勢を見せている。 

例えば、サテム氏は、2014年10月には、違法伐採の問題が処理されるまで伐採ライセンスの新

規発行を停止する旨を宣言した43。また同氏は、ライセンスが許可地域外での違法伐採に使用されてい

るとして、上記の大手6社の首脳に対し下請業者等を含め違法伐採を行わないよう直接警告した44。ま

た、2015年4月にサラワク州議会は、違法伐採等を取り締まる1953年森林条例（Forests Ordinance 1953）

の罰則を大幅に引き上げる法案（2015年森林法案、Forests Bill, 2015）を可決した45。さらに、連邦組織

                                                
38 グローバル・ウィットネス、(前掲注3)3頁。  

39 Bruno Manser Fonds (note 7 above), 16. 
40 ‘Inside Malaysia’s Shadow State,’ Global Witness, March 19, 2013, URL: 
https://www.globalwitness.org/campaigns/forests/inside-malaysias-shadow-state/ 
41 Bruno Manser Fonds (note 7 above), 31-32. 

42 Id, 23-24. 

43 Jack Wong, ‘More gains for Sarawak timber firms,’ The Star Online, October 20, 2014, URL: 

http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2014/10/20/More-gains-for-Sarawak-timber-firms-Tough-measures-by-the-
state-government-to-drastically-reduce-ill/?style=biz  

44 Desmond Davidson, ‘Sarawak warns timber companies over illegal logging, as MACC probes industry,’ The Malaysian 

Insider, November 17, 2014, URL:   http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/sarawak-warns-timber-companies-over-
illegal-logging-as-macc-probes-industry.  
45 Sharon Ling, ‘Sarawak passes Forests Bill, ups penalties to RM1mil fine and 10 years' jail,’ The Star Online, April 22, 2015, 

URL: http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/04/22/Sarawak-Forests-Bill-passes/ 

https://www.globalwitness.org/campaigns/forests/inside-malaysias-shadow-state/
http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2014/10/20/More-gains-for-Sarawak-timber-firms-Tough-measures-by-the-state-government-to-drastically-reduce-ill/?style=biz
http://www.thestar.com.my/Business/Business-News/2014/10/20/More-gains-for-Sarawak-timber-firms-Tough-measures-by-the-state-government-to-drastically-reduce-ill/?style=biz
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/sarawak-warns-timber-companies-over-illegal-logging-as-macc-probes-industry
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/sarawak-warns-timber-companies-over-illegal-logging-as-macc-probes-industry
http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/04/22/Sarawak-Forests-Bill-passes/


 

 15 

である、マレーシア反腐敗委員会（The Malaysian Anti-Corruption Commission）も最近大規模な違法伐

採の摘発活動を開始し、違法伐採木材の差押や関連口座の凍結等を行っている46。 

しかしながら、サラワク州政府が先住民族の土地の権利を尊重した森林政策を実施していくか

どうかは引き続き慎重に監視する必要がある。例えば、2015年4月にサラワク州議会を通過した2015年

森林法案には、公報及び新聞に掲載し、役所に掲示することにより先住民族の土地に対する慣習権を

消滅させることができるとの規定が依然として存在する47。また、慣習権の消滅により影響を受ける先

住民族は当局へ申し出ることにより補償を受けることができるが48、先住民族の居住地域へは公報や新

聞は届かないという問題や、読み書きのできない先住民族には州政府の公報や新聞を理解できないと

いう問題があり、先住民族は結果として補償を受けることもできず不公平であるとして、批判されて

いる49。サラワク州政府が先住民族の土地に対する慣習権を尊重した森林政策を実施していくかどうか

については今後とも注視していく必要がある。 

                                                
46 Andy Chua, ‘MACC speeds up probe on illegal logging in Sarawak,’ The Star Online, May 16, 2015, URL: 
http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/05/16/MACC-speeds-up-probe-on-illegal-logging-in-Swak/ 
47 Forests Bill, 2015, § 22(1)(2). 
48 Id, § 22(3)(4). 
49 Desmond Davidson, ‘New Sarawak forest law unfair to natives, says state PKR,’ The Malaysian Insider, April 23, 2015, URL: 

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/new-sarawak-forest-law-unfair-to-natives-says-state-pkr 

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/05/16/MACC-speeds-up-probe-on-illegal-logging-in-Swak/
http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/new-sarawak-forest-law-unfair-to-natives-says-state-pkr
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IV. 違法伐採がもたらす先住民族の権利の侵害 

 

サラワク州においては、先住民族の土地に対する慣習権を侵害する態様で、企業が伐採ライセ

ンスを取得し、企業がライセンスを手にして違法な伐採を始めるケースが後を絶たない。こうした違

法伐採は先住民族の生活基盤である森林を破壊し、魚や野生生物、野菜等の食料を激減させているほ

か、薬草やヤシ等の建築素材を壊滅させている50。また、違法伐採により河川は汚染され、多くの住民

が皮膚病に苦しんでいるとの報告もある51。 

 

 

2015年9月27日撮影、 Sungai Kain, Balleh Kapit 地域の森林。 

河岸の森林が伐採され、先住民族の生活用水となる河川が汚染されている。 

 

Sinyang Group 等の伐採企業は、伐採の影響を受けるコミュニティの首長と協議を行っているた

め、コミュニティ全体と協議を行う必要はないなどと主張している52。しかしながら、 企業との協議

の場には、影響を受ける村人全てが出席できる訳ではなく、首長は村人と事前に議論することなく企

業との協議において決定を行っている旨が報告されている53。また、伐採企業による首長の買収や、開

発プロジェクトに賛成しない首長に対する暴行や脅迫の事例も報告されている54。 

住民からは、多くの民事訴訟が提起されたものの、訴訟提起後完全に手続が終了するまで長い

場合には10年程かかる場合もあるため55、先住民族に有利な判決が出された場合であっても、問題の土

地上の森林は既に伐採された状態になっていることが多い。例えば、Tr Sandah ak Tabau & 7 Ors v 

Kanowit Timber Sdn Bhd & 2 Ors [High Court Sibu Civil Suit No 21-2-2009]、及び  Tr Gayan anak Tupai & 3 

Ors v Vita Hill Sdn Bhd & 2 Ors [High Court Sibu Civil Suit No 21-4-2009]の判例においては、いずれもイバ

ン族の原告の土地に対する慣習法上の権利を認める旨の判決が出されているが、既に判決が出された

                                                
50 'Report of the National Inquiry into the Land Rights of Indigenous Peoples' ('Report of National Inquiry'), 2013, SUHAKAM, 

URL: 
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Business%20Womens%20and%20Childrens%20Rights/SUHAKAM%20BI%20FINA
L.CD.pdf, para 7.61. 
51 Id. 
52 Id, para 7.64. 
53 Id, para 7.65. 
54 Id, para 7.101. 
55  Lim Teck Wyn, ‘Malaysia: Illegalities in Forest Clearance for Large-scale Commercial Plantations,’ Forest Trends, December 

2013, URL: http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4195.pdf, 25. 

http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Business%20Womens%20and%20Childrens%20Rights/SUHAKAM%20BI%20FINAL.CD.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/Themes/BusinessHR/Business%20Womens%20and%20Childrens%20Rights/SUHAKAM%20BI%20FINAL.CD.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4195.pdf
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際には当該土地に存在した森林の多くは伐採された後であったとのことである56。 

このような状況の下では、先住民族には自らの土地における突然の森林伐採に対しては抵抗運

動を行うという選択肢しか事実上残されていないが、その結果として先住民族が伐採企業やその関係

者から暴行を受けるという事態が生じてきた。 

例えば、2011年2月14日には、違法伐採に抗議したイバン族の親子2人が、違法伐採企業の関係

者によって暴行を受け意識不明の重体に陥ったと報告されている57。この親子は、違法伐採者による活

動を警察や土地調査部門、公共事業部に報告していたが、これらすべての当局が法律を遵守する姿勢

やイバン族コミュニティの土地権利保護へ興味を示さなかったとされる58。また、警察当局は、加害者

の捜査・訴追に消極的であり、加害者は不明とのことである59。この他、住民を脅迫するために、伐採

企業や警察・行政官等が暴力団を利用している旨が報告されているほか、開発に反対する住民を支持

する NGOやコミュニティ団体等は警察から頻繁に嫌がらせを受けているとされる60。 

さらに、サラワク・ダヤック・イバン協会のニコラス・ムジャ氏からのヒアリングによれば、

違法伐採により土地を追われた先住民族の実情が極めて深刻であるという。 

土地を追われた先住民族は都市で生活せざるを得ないが、識字率が低い等の理由で都市での生

活や就労・就職に大きな困難があり、都市部スラムでの極めて厳しい生活を余儀なくされているとの

ことである。とりわけ、肉体労働等の職を得ることも容易でない先住民族女性は脆弱な立場に置かれ、

人身売買の被害にあったり犯罪に巻き込まれる例もあとをたたないとされる。 

 

 

 

 

  

                                                
56 違法伐採の問題に関与している NGO関係者のヒューマンライツ・ナウ宛電子メール。 

57 ‘Gang Rule In Sarawak’ Sarawak Report, FEB 18, 2011, URL: http://www.sarawakreport.org/2011/02/gang-rule-in-sarawak/ 
58 Id. 
59 Id. 

60 SUHAKAM (note 50 above), para 7.101. 
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V. 法的観点 ～先住民族の土地に対する権利～ 

 

マレーシア憲法及びサラワク州の土地法では、Native Customary Right（先住民族の土地に対す

る慣習権）及び土地の権利が保障されている。 

先住民族の土地に対する慣習権は、土地自体の財産権を含むものではない。しかし、その権利

は、独自の慣習及び法に従って土地を自由に移動し、その土地から生活を営む権利を含むものである。

そのため、法令で認められた場合を除き、第三者は先住民族の土地に妨害又は干渉できない。先住民

族は、先住民族の慣習と伝統を保護するため、これらの法令及びコモン・ローのもとで、 先住民族の

土地に対する慣習権に関する訴訟を提起してきた。 

しかし、先住民族の土地に対する慣習権の定義及び範囲は明確でなく、先住民族に対して法的

な不利益を課す原因ともなってきた。本章では、先住民族の土地に対する慣習権の正確な意味ととも

に、サラワク州の管轄における先住民族の土地に対する慣習権の解釈について説明する。さらに、国

際人権基準に照らしたマレーシアの先住民族の土地に対する慣習権の状況についてもあわせて紹介す

る。 

 

1. 国内法 

 

憲法の大部分はサラワク州にも適用されるが、1976年 Local Government Act や1955年 National 

Land Code and the Employment Act 等の一定の連邦法はサラワク州には適用されない。サラワク州は、

1963年にマレーシア連邦に加盟した際に、先住民族の権利の保護のために相当程度の自治権を維持す

ることを条件としており、先住民族を保護する独自の法律を制定している。先住民族の土地に対する

慣習権の権利保障については、サラワク州の独特の法律の一つである1958年サラワク土地法（Sarawak 

Land Code 1958）が最も関連性が高く、詳細な制定法である。しかし、以下で述べるとおり、1958年サ

ラワク土地法による先住民族の土地に対する慣習権の保護は不十分であり、同法により保障されてい

る先住民族の土地に対する慣習権の範囲は、マレーシア憲法において本来保障されている先住民族の

土地に対する慣習権の範囲より狭いといえる。 

A) マレーシア憲法 

 

平等原則 

マレーシア憲法8条1項は、全ての国民が法の下で平等であると定めている61。 

憲法8条2項は、さらに「憲法上明示的に認められた場合を除き、(中略)財産の取得、維持及び

処分に関する一切の法律(中略)又は法律の執行において、宗教、人種、血統、出身地又は性別のみを理

由とする市民の差別があってはならない」と規定している62。 

 

財産権 

                                                
61 Federal Constitution of Malaysia, Article 8(1). 

62 Id, Article 8(2). 
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憲法13条1項は、全ての人に財産権を保障している63。さらに、財産権が「強制収用又は使用」

によって否定された場合には、損害を受けた当事者に対する財産権に係る十分な補償が必要である64。 

 

サラワク州の先住民族の特別な保護 

 

さらに、憲法153条1項は、 

「本条の規定に従い、マレー族並びにサバ州及びサラワク州の全ての先住民族の特別な地位、

並びに他の集団の正当な利益を保護することは、Yang di-Pertuan Agong（マレーシア国王）の責

務である」 

と定めている65。また、同条2項以下では、マレー族並びにサバ州及びサラワク州の先住民族の発展及

び福祉の促進のために必要な措置が記載されている66。 

この条項は、サラワク州の先住民族の保護に関するマレーシア政府の責務を認めたものである。 

 

「先住民族」の定義 

憲法161A 条6項 a号では、サラワク州に関して、先住民族とは「国民であって、7項において国

の先住民族と定められている人種又はそれらの人種のみの混血を有する者」と定義されている67。また、

上記の条項で参照されている7項は、サラワクの先住民族とみなされる部族及び人種についてさらに規

定している68。 

以上のとおり、マレーシア憲法においては、サラワク州の先住民族の財産権は他の国民と同様に認め

られ、さらに特別な保護も認められている。 

 

B) 1958年サラワク土地法（Sarawak Land Code 1958） 

 

1958年サラワク土地法は、「多民族社会における土地の使用を規制し、先住民族の土地の権利

を定義及び保護する」目的のもと、サラワク州における土地区分制度を定めている69。 

この法制度の下では、サラワク州の全ての土地は以下の5種類に区分される70。 

1. Native Customary Land（NCL）: この土地は、共有か否かに関わらず、委員会における政府の

命令（Order of the Government in Council）によって慣習上の権利が宣言された土地で、地域

社会の先住民族の法律による規制を受ける土地である。 

                                                
63 Id, Article 13(1). 
64 Id, Article 13(2). 
65 Id, Article 153(1). 
66 Id, Articles 153(2) to (10). 

67 Id, Article 161(A), subsection 6(a).   
68 The races to be treated for the purposes of the definition of “native” in Clause (6) as indigenous to Sarawak are the Bukitans, 
Bisayahs, Dusuns, Sea Dayaks, Land Dayaks, Kadayans, Kalabits, Kayans, Kenyahs (including Sabups and Sipengs), Kajangs 
(including Sekapans, Kejamans, Lahanans, Punans, Tanjongs and Kanowits), Lugats, Lisums, Malays, Melanos, Muruts, Penans, 
Sians, Tagals, Tabuns and Ukits. 

69 上記記載の目的は the Land (Classification) Ordinance 1948 のものであるが、1958年サラワク土地法は、先行する複数の

法令を一本化する目的であったため、1948年法の目的を基本的に引き継いでいると考えられる。SUHAKAM (note 50 

above), para 4.84-4.90. 

70 Id. 
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2. Mixed Zone Land：この土地は、国民が制限なく所有できる土地である。 

3. Native Area Land：この土地は、権利の登録書を有する先住民族によってのみ所有される土地

である。 

4. Reserved Land：この土地は、①1958年サラワク土地法において政府が留保する土地、②国立

公園内の土地又は保護もしくは共有されている森林、及び、③国又は州政府が占有している

土地である。 

5. Interior Area Land：この土地は、Mixed Zone Land、Native Area Land及び Reserved Landのい

ずれにも属さず、権利の登録が認められない土地である。 

サラワク土地法5条第1項では、 先住民族の土地に対する慣習権を以下のように認識している。 

「1958年1月1日以降、先住民族の土地に対する慣習権は、10条に従って許可を取得した場合、第

2項に規定するいずれかの方法により、関連する共同体の先住民族の慣習法に従って、Interior 

Area Land上に設定される。前述の場合を除き（但し Native Communal Reserves及び通行権に関す

る条項を害することはない。）、1958年1月1日以降にサラワク州の土地上に設定された先住民族の

土地に対する慣習権は認められない。また、その土地が政府の土地の場合、当該土地の占有者は

政府の土地の不法占拠とみなされ、209条が適用される71。」 

要するに、この条項は、1958年1月1日以降、新たな先住民族の土地に対する慣習権の設定は同法

の規定に従った場合にのみ認められると規定している。 

これを受けて、5条第2項は、1958年1月1日以降に先住民族が新たに土地に対する慣習権を獲得す

る方法を規定している。 

a) 原生林の伐採及びそれによって開拓された土地の占有 

b) 土地への果樹の植付け 

c) 土地の占有又は開墾 

d) 墓地又は聖地のため土地の利用 

e) 通行権のための土地（いずれの種類も含む）の利用 

f) その他の合法な一切の方法 （2000年に削除)72 

先住民族は、上記のいずれかの方法に従い、10条の許可を得ることにより、Interior Area Land 上

に先住民族の土地に対する慣習権を獲得することができるが、権利の登録書が発行されるまでは、そ

の土地は政府の土地のままである73。さらに、その土地について先住民族の土地に対する慣習権が存在

するか否かに関して争いがある場合には、先住民族が先住民族の土地に対する慣習権があると証明す

るまでは、政府の所有とされる74。しかも、上記の許可が与えられることは実務上まれであるとされて

いる75。 

1957年12月31日以前に先住民族が獲得していた先住民族の土地に対する慣習権について同法は特

                                                
71 Sarawak Land Code, 5(1). 
72 Id, 5(2). 
73 Id, 5(2)(i). 
74 Id, (7). 

75 SUHAKAM (note 50 above), para 4.89. 
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段規定していない。ただし、そのような先住民族の土地に対する慣習権の存在や消滅については従前

の法律により判断されるとの規定があるため76、同法が1957年12月31日以前の先住民族の土地に対する

慣習権についても認識しているということはできる77。しかしながら、多くの先住民族の土地に対する

慣習権が登録されておらず、その結果法令上認識されていないとの指摘がなされている78。 

サラワク土地法は、法律に従って先住民族の土地に対する慣習権が消滅する方法も定めている。

5条第3項は「先住民族の土地に対する慣習権は、大臣の指令によって消滅する」と規定している79。大

臣が裁量に基づきこのような手続を行う唯一の条件は、新聞及び公報によって権利の消滅を公表する

ことである80。なお、消滅させられた当該先住民族の土地に対する慣習権に係る権利を立証した者には、

賠償金が支払われる81。 

以上のとおり、サラワク土地法には先住民族の土地に対する慣習権について十分な法的な規定

が整備されていないため、慣習権の保障は不十分であり、先住民族の土地に対する慣習権の保障は判

例を通じて確立されることとなった。 

 

2. 判例（コモンロー） 

 

前述のとおり一定の場合に先住民族の土地に対する慣習権を認める関連法は存在するものの、

関連法による保障される慣習権の範囲は極めて限定されており、先住民族の土地に対する慣習権の概

念は、主にコモン・ローの裁判例を通じて発展してきた。マレーシアでは、最高裁判所（Federal 

Court）、控訴裁判所（Court of Appeal）並びに高等裁判所（High Court in Malaya 及び High Court in Sabah 

and Sarawak）という3種類の上級裁判所がある。最高裁判所が同国の最上級裁判所であり、High Court 

in Sabah and Sarawak がサラワク州の人々にとっては最下位の裁判所である。先住民族の土地に対する

慣習権が争点となった一連の判決では、下記の判例のように、控訴裁判所及び最高裁判所を含め、先

住民族の権利に理解を示し、先住民族の土地に対する慣習権の存在及び保護を認めるものが多い。先

住民族の権利に関する判決は、制定法とコモン・ローを検討することにより、先住民族の土地に対す

る慣習権の実質的な内容を明らかにしている。 

先住民族の土地に対する慣習権の存在及び保護を認める判決のうち重要なものとして、2007年

の Madeli 事件の最高裁判所判決がある82。同事件の事案の概要並びに争点、及び争点に関する判断は

以下のとおりである。 

［事案の概要] 

原告である Madeli Salleh は、彼及び彼の父親は、1958年1月1日以前から長年にわたり、継続的

に係争地を整理し1か月に一回程度訪れてゴムの木や果樹を生育しており、先住民族の土地に対する慣

習権を取得及び行使してきたと主張した。これに対し、被告は、①係争地は1921 年命令に基づく

                                                
76 Sarawak Land Code, 5(2)(ii). 
77 SUHAKAM (note 50 above), para 4.84. 
78 Hoare (note 19 above), 13. 
79 Sarawak Land Code, 5(3)(a) 
80 Id. 
81 Id. 

82 Superintendent Of Land & Surveys Miri Division & Anor v. Madeli Salleh  [2007] 6 CLJ 509, 
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Sarawak Shell Oilfields Limited の使用のための保留地域（Shell Concession Area）の一部であるため先住

民族の土地に対する慣習権は成立しない、②原告は係争地に住んでいないことから占有が成立しない、

と反論し、これらの点が争点となった。 

［争点に関する判断] 

争点①：1921 年命令は1921年以前に取得した先住民族の土地に対する慣習権を消滅させるか否か。 

最高裁判所は、サラワク州の先住民族の土地に対する慣習権は1921年命令の前から既に認識さ

れており、1921年命令は1921年以前に取得した先住民族の土地に対する慣習権を消滅させる効果はな

いとした控訴裁判所の判決を支持した。 

最高裁判所は、先住民族の土地に対する慣習権等の先住民族の権利は制定法の規定を必要とし

ないコモン・ローに基づく既存の権利であるという Adong bin Kuwau & Ors v. Kerajaan Negeri Johor & 

Anor の控訴裁判所判決（1998年）や83、サラワク州において先住民族の土地に関する慣習権を認めた

Nor Anak Nyawai & Ors v. Borneo Pulp Plantation Sdn Bhd & Orsの控訴裁判所判決（2006年）を踏襲し84、

「Adong及び Nor Nyawaiの判決で示された、コモン･ローが先住民族の法又は慣習に基づく既存の権利

を尊重しているという見解に全面的に賛同する」と述べ、土地に関する既存の慣習法を改めて強調し

ている。また、最高裁判所は、これらの既存の権利の消滅については法律上明確かつ一義的に規定さ

れていなければならないため、立法以外の政府の行為からは推認されないとされており、政府に重い

立証責任を課した。 

争点②：物理的な存在がない場合であっても、先住民族の土地に対する慣習権が成立するか。 

最高裁判所は「物理的な存在がない場合であっても、第三者の干渉を防止する十分な管理方法

が存在する場合には、その土地の占有は認められる。（中略）よって、被上告人は、土地の放棄又は非

占有を理由として、その土地の権利又は利益を失ったとは言えない」と述べ、土地が十分に管理され

ている限り、持続する物理的な存在は土地の占有に必要ないと明確に判示している。 

 

2006年の Nor Nyawaiの控訴裁判所判決が、定住及び開拓のみを占有と解し、先住民族の権利が

及ぶ範囲を比較的狭く解釈していたのに対し、Madeli の最高裁判所は、持続する物理的な存在は土地

の占有に必要ないとし、先住民族の権利の範囲を拡大している。したがって、第三者の干渉を防止で

きる程度に十分に管理がなされている場合には、狩猟、漁業、伐採及び収集に利用されている土地に

ついても先住民族の土地に対する慣習権が認められる可能性が高いといえる。 

このように、判例法においては、先住民族の土地に対する慣習権は、制定法の規定がない場合

でもコモン･ローに基づき保障されており、先住民族の土地に対する慣習権の法的執行力も確立されて

いる。すなわち、政府が付与した伐採その他の目的のライセンスが先住民族の土地に対する慣習権を

侵害するときは、当該ライセンス付与は違法となり、先住民族は引き続き先住民族の土地に対する慣

習権を享受できるとされた。 

                                                
86 Adong bin Kuwau & Ors v. Kerajaan Negeri Johor & Anor [1997] 1 MLJ 418 and Kerajaan Negeri Johor & Anor v. Adong bin 
Kuwau & Ors [1998] 2 CLJ 665 

84 Nor Anak Nyawai & Ors v Borneo Pulp Plantation Sdn Bhd & Ors [2001] 2 CLJ 769 
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3． 国内法の運用状況 

 

A) SUHAKAM報告書 

 

1999年に設立されたマレーシアの国内人権機関である SUHAKAM は、2010年12月から2012年6

月にかけて、先住民族が直面する土地問題を人権の観点から調査する目的で、マレーシアの先住民族

の土地の権利に関する国内調査を行った。2013年4月に公表された SUHAKAM の報告書は、サラワク

州における先住民族の土地に対する慣習権に関連して、大要以下のような問題点が指摘されている。 

1) サラワク州の行政当局は、裁判所において確立された先住民族の土地に対する慣習権の解釈に従わ

ずに、1958年サラワク土地法5条(2)所定の事由が存在する場合に限って先住民族の土地に対する慣

習権を認めている85。同法は、土地の所有、管理及び共有地に関する先住民族の考え方を考慮して

いない86。そのため、遊牧民や半遊牧民などの先住民族の土地に対する慣習権が保護されない結果

となっている87。 

2) 先住民族による 土地に対する慣習権の登録手続において、過度の遅れがしばしば生じ、その間に

政府から第三者に対象の土地に関する仮の賃借権が設定され土地が開発されてしまうなどの問題が

ある88。また、また先住民族が土地の権利を取得するには土地測量を受ける必要があるが89、土地

測量についても過度の遅延が発生し、同様の問題が生じているとする90。 

3) 先住民族は、先住民族の土地に対する慣習権の権利の確認のために訴訟を提起することが多いが、

裁判には時間がかかりすぎるため、証拠が散逸してしまうなどの問題がある91。裁判の遅延は、先

住民族の土地に対する慣習権の享受を妨害する要因となっている。 

4) 住民に対して事前のかつ情報に基づく同意の手続が保障されていない。企業が事前のコンサルテー

ションを開催する際にも、希望する村人全員ではなく、村の代表者しか参加できないのが実情であ

る92。また、首長が村人と事前に議論することなく企業との協議において決定を行っている事例が

あるほか93、伐採企業による首長の買収や、開発プロジェクトに賛成しない首長に対する暴行や脅

迫の事例も報告されている94。さらに、住民を脅迫するために、伐採企業や警察・行政官等が暴力

団を利用している旨が報告されているほか、開発に反対する住民を支持する NGO やコミュニティ

団体等は警察から頻繁に嫌がらせを受けているとされる95。 

SUHAKAM は、報告書において、サラワク州を含むマレーシア各地での調査結果をふまえ、先

住民族の権利保護のため18項目、71個の提言を行っている。このうち、サラワク州の違法伐採にも関

連する提言としては、例えば、以下を挙げることができる。 

                                                
85 SUHAKAM (Note 50 above), para 7.6 & 7.8 
86 Id. 

87 Id, para 7.9. 
88 Id, para 7.14 & 7.31. 
89 Id, para 7.18. 
90 Id, para 7.20. 
91 Id, para 7.82. 
92 Id. para 7.64. 
93 Id. para 7.65. 
94 Id. para 7.101. 

95 Id. para 7.101. 
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提言1: 先住民族の土地の保有権の安定化 

 開発プロジェクトなどによる先住民族の立ち退き、プランテーションなどによる先住民族の土地の

侵害、（コミュニティ外の第三者などによる委任状を利用した）不法な取引などは、先住民族の土

地の保有権の欠如が原因で起きており、政府は先住民族の土地保有権の安定化に取り組む必要があ

る96。 

 ライセンスの発行等に際して、該当する土地に関して徹底した調査を実施し、関連する文書や証拠

に基づいて判断すること。事前通知のプロセスを強化し・影響を受ける先住民族からは通知を受領

した旨の署名を受領し、かつ写しを先住民族に交付すること97。 

 先住民族の権利を確認した裁判所の決定に従って法律が改正されること、又は、行政上の決定に裁

判所の決定が反映されること98。 

提言2:  慣習上の土地保有権の概念の明確化 

 サラワク州土地法における、先住民族の土地に対する慣習権の設立に関する基準を見直し、慣習的

な土地利用の側面を基準に含めること99。 

提言3 : 土地に対する慣習権への補償、及び提言4: 救済メカニズム 

 憲法13条に従い、先住民族の土地の剥奪に対し、正当な補償を行うこと。100補償にあたっては、先

住民族に対して尊厳をもちながら接すること101。 

 先住民族の土地に関する紛争を解決するため、退官した裁判官及び先住民族の土地に関する専門家

から構成される先住民族土地法廷又は土地委員会を設立すること102。 

提言9: 成功した開発モデルの促進  

  企業は、土地及び賃借権についてのグッドガバナンスを確保する必要がある。グッドガバナンス

には、全ての影響を受ける者、とりわけ、慣習法上の権利を有する先住民族から、事前のかつ情報

に基づく同意の手続を得ることが含まれる103。 

  企業は、ラギー原則、採掘及び金属の国際委員会作成の持続的開発フレームワーク、世界銀行及

びアジア開発銀行のオペレーショナルガイドラインを踏まえて、先住民族の人権を尊重し、責任を

持つ必要がある104。 

  木材産業には、資源の合法性を確保し違法な木材貿易を減少させるため、木材がどこで伐採され

たものかを追跡する自発的パートナーシップ協定を締結するなどして、木材輸出において先住民族

の権利を十分に確保する必要がある105。 

提言11: 先住民族の慣習土地に関する和解  

                                                
96 Id. para 10.6. 

97 Id, para 10.7. 
98 Id, para 10.9. 
99 Id, para 10.9. 
100 Id. para 10.16 & 10.17. 
101 Id, para 10.18. 
102 Id, para 10.19. 
103 Id, para 10.44. 
104 Id, para 10.45. 

105 Id, para 10.46. 
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 先住民族の慣習土地の権利に関する主張に対しては、その土地に関する徹底した調査を実施し関連

文書や現場の証拠などに基づき判断しなければならない106。 

 先住民族の慣習土地に関する主張は、土地に関する仮の賃借権やライセンスの設立、プロジェクト

の実行等の土地の譲渡に先立って検討しなければならない107。 

 関係する法律を国際的な規範に基づいて見直し及び改定すること。特に、国連のビジネスと人権に

関する指導原則は、人権に基づいた企業の運営を義務付けていることを想起すること。国家に、国

民の人権を守る方針や法律がある場合でも、企業は人権を尊重する責任をもつ108。 

提言13: 森林管理における先住民族の関与の推奨 

 先住民族のコミュニティが、熱帯雨林管理（特に森林保護）の政策決定過程に積極的に関与できる

ようにすること109。 

提言18: 先住民族にとっての土地の重要性の認知 

 熱帯雨林が、先住民族にとって単なる生活の糧というだけでなく、精神的・文化的な生活の一部と

なっており、民族としてのアイデンティティの一部を形成していることを認識し、アファーマティ

ブアクションを含む様々な政策を通じて社会的に認知されるようにすること110。  

B) マレーシア政府の対応 

 

マレーシア政府は SUHAKAM報告書の提言検討のためのタスクフォースを立ち上げ、2015年 6 

月、マレーシア政府がタスクフォースの勧告をほぼすべて受け入れることを決定したとの報道がなさ

れた 111 。タスクフォースの勧告には、先住民族の土地の権利を正確に認識し、開発に際し影響を受け

る先住民族に事前通知をし、同意を得ることなどが含まれており、マレーシア政府はこれらの勧告を 1 

年以内乃至 3 年以内に実施するとされている112。 

このようにマレーシア政府は違法伐採や先住民族の権利について取り組みを強化していると評

価できるが、違法木材の定義等には様々な解釈の余地が残る。タスクフォースの勧告が実効的に実施

されれば、サラワク州における先住民族の人権の状況は大きく前進することが予想される。しかし、

勧告内容が実現するかどうかは、サラワク州政府の協力その他の要素にかかっており、引き続き状況

を注視する必要がある。特に、提言実施のためにマレーシア政府が設立した内閣の委員会には先住民

族の代表等が含まれない見込みであり透明性に懸念があると報道されており113、先住民族の立場に立

った改革が実行されるかは予断を許さない。 

 

                                                
106 Id, para 10.51. 
107 Id, para 10.52. 
108 Id, para 10.53. 
109 Id. para, 10.57. 
110 Id, para , 10.75. 

111 Loh Foon Fong, ‘Cabinet forms committee on indigenous land rights,’ The Star Online, June 17, 2015, 
URL:http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/06/17/cabinet-approves-indigenous-lands-rights/ 
112 Id. 

113 William Manger, ‘Orang Asal want Parliament’s action on land rights,’ FMT news, June 22, 2015, URL: 

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/06/22/orang-asal-want-parliaments-action-on-land-rights/ 

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/06/17/cabinet-approves-indigenous-lands-rights/
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/06/22/orang-asal-want-parliaments-action-on-land-rights/
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4. 国際人権基準 

 

先住民族の土地の権利は、マレーシアの国内法だけでなく国際人権基準によっても保障されて

いる。これらの基準に基づいて、多くの国及び国際人権機関がマレーシアにおける先住民族の人権侵

害を警告してきた。国際人権基準を検討することによって、国際水準に照らせばマレーシアの違法伐

採の実情は許容されないものであることが明らかにされる。 

A) 国際人権に関する文書 

 

世界人権宣言（Universal Declaration of Human Rights。UDHR）は、基本的人権及び自由に関す

る国際的な基本文書である。 

世界人権宣言17条は、財産権を保障し、個人の財産の恣意的な剥奪を禁止している114。また、

27条は、全ての人が文化的生活に自由に参加する権利を保障している115。世界人権宣言はあらゆる基

本的人権の基準であり、国際慣習法上の義務を明示していると広く国際的に認識されている。サラワ

ク州の先住民族は、同宣言に基づき、恣意的に財産を剥奪されない権利、文化的生活に参画する権利

を保障されなければならない。 

次に、先住民族の権利の保護に関する最も包括的な文書である「先住民族の権利に関する国際

連合宣言」（UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. UNDRIP）は、広い範囲の先住民族の基本

的人権を認めている116。 

例えば、第10条 は、以下のとおり定め、事前の合意なしに、自らの土地・領域から移動させら

れないことを明確に規定している。 

  第10条（強制移住の禁止） 

 先住民族は、自らの土地又は領域から強制的に移動させられない。関係する先住民族の自由意

思による、事前の、十分な情報に基づく同意なしに、また正当で公正な補償に関する合意、そ

して可能な場合は、帰還の選択肢のある合意の後でなければ、いかなる転住も行われない。 

また、第25条ないし第28条は、先住民族の土地に関する権利について詳細に規定している。例

えば第26条は以下のとおり定めている。 

  第26条（土地や領域、資源に対する権利） 

1. 先住民族は、自らが伝統的に所有し、占有し、又はその他の方法で使用し、もしくは取得し

てきた土地や領域、資源に対する権利を有する。  

 2. 先住民族は、自らが、伝統的な所有権もしくはその他の伝統的な占有又は 

使用により所有し、あるいはその他の方法で取得した土地や領域、資源を所有 

し、使用し、開発し、管理する権利を有する。  

 3. 国家は、これらの土地と領域、資源に対する法的承認及び保護を与える。 

                                                
114 The Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 17. 
115 Id, Article 27. 

116 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007). 日本語訳については以下を参照。 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_japanese.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_japanese.pdf
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そのような承認は、関係する先住民族の慣習、伝統、及び土地保有制度を十 

分に尊重してなされる。  

   また、28条は救済と補償について以下のとおり定めている。 

  第28条 （土地や領域、資源の回復と補償を受ける権利）  

1. 先住民族は、自らが伝統的に所有し、又は占有もしくは使用してきた土地、 

領域及び資源であって、その自由で事前の情報に基づいた合意なくして没収、 

収奪、占有、使用され、又は損害を与えられたものに対して、原状回復を含 

む手段により、又はそれが可能でなければ正当、公正かつ衡平な補償の手段 

により救済を受ける権利を有する。  

 2. 関係する民族による自由な別段の合意がなければ、補償は、質、規模及び 

法的地位において同等の土地、領域及び資源の形態、又は金銭的な賠償、 

もしくはその他の適切な救済の形をとらなければならない。 

マレーシアは143か国におよぶ「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の調印国の一つであ

ることから、この宣言の規定を遵守することが期待されている。しかし、上述したサラワク州での先

住民族の状況に照らすならば、マレーシア政府及び州政府が、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」

に規定された土地に対する権利をはじめとする先住民族の人権保護規範に反してきたことは明らかで

ある。 

B) マレーシアの UPR（普遍的・定期的レビュー）（2013年） 

 

2013年に、マレーシアは、国連人権理事会の加盟国間の人権状況審査制度である普遍的・定期

的レビュー（UPR）の対象国となった。UPR では、多くの国(スイス、ノルウェー、スウェーデン、ニ

ュージーランド、フィンランド、ボリビア)がマレーシアにおける明白な先住民族の権利侵害に懸念を

示し、先住民族（特にサラワク州の先住民族の土地に対する慣習権に関するもの）に配慮するよう勧

告した117。 

しかし、マレーシアは、この問題は、上記3.A)で説明した SUHAKAM 報告書の提言検討のため

政府が立ち上げたタスクフォースにおいて検討中であり、タスクフォースの検討結果を待たずに結論

を出したくないとして、先住民族の権利に関する国連特別報告者の訪問の受入れに関するデンマーク

による勧告118も含め、先住民族の土地の権利に関するいずれの勧告も承諾しなかった119。 

C) 国連の食料への権利に関する特別報告者の報告（2014年） 

 

国連の食料への権利に関する特別報告者、オリビエ・ド・シュター（Olivier De Schutter）は、

                                                
117 Countries which showed their concerns are Switzerland, Norway, Sweden, New Zealand, Finland and Bolivia; See Human 
Rights Council, Report of the Working Group on the Universal  Periodic Review: Malaysia, A/HRC/25/10, 4 December 2013, paras 
146.209-146.214, available at URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MYSession17.aspx . 
118 Id, para 146.46. 
119 Report of the Working Group on the Universal  Periodic Review: Malaysia – Addendum: Views on conclusions and/or 
recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, A/HRC/25/10/Add.1, 4 March 2014, 

available at  URL: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MY/A_HRC_25_10_Add-1_Malaysia_E.doc, 5. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MYSession17.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MYSession17.aspx
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session17/MY/A_HRC_25_10_Add-1_Malaysia_E.doc
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2013年12月9日から18日にかけてマレーシアを公式訪問し、2014年2月18日に報告書を公表した。報告

書においては、先住民の土地へのアクセスは、食料の権利と直接の関係があるとされる120。すなわち、

先住民族が生活において依存していた森林や土地へのアクセスを失った場合には、先住民族は食料の

不足と極端な貧困に陥ることがあると指摘されている121。その上で、特別報告者は、マレーシアの全

ての州政府において、先住民族の土地に対する慣習権がある一定時点以前から実際に生産活動が行わ

れてきた土地についてしか認められておらず、結果として先住民族が家畜の放牧や、狩猟、漁業、循

環型農業等の用途に用いていた土地が慣習権の対象から排除されていることに懸念を示している122。

また、土地が商業利用される際には、先住民族は土地へのアクセスを失うだけでなく、その過程で協

議の機会が与えられず、十分な補償も得られていないという問題が指摘されている123。 

このような事実認識を踏まえ、特別報告者は、マレーシア政府に対し、SUHAKAM 報告書に記

載された重要な勧告を履行すること、とりわけ先住民族の権利を擁護し、国家の政策や立法が国連の

先住民族の権利に関する国際連合宣言に適合するよう確保するために、先住民族に関する国家委員会

を設立することを推奨している124。 

また、先住民族及び部族民に関する ILO 169号条約を批准し、先住民族の生活及び土地に影響

を与える開発プロジェクトについて、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）の

手続を設けることも推奨されている125。 

D) 結論 

 

マレーシア政府の対応は、複数の文書に記載された国際人権基準および国連人権機関の勧告に

明らかに違反している。 

マレーシア法は先住民族の土地の権利を保障しているがその保障内容は国際人権基準に照らし

不十分であり、かつ、そのような法による保障でさえも実態としては十分に機能しておらず、深刻な

人権侵害が継続している。マレーシア政府は速やかに国際人権基準に従い先住民族の権利の十分な保

障を実現するよう取り組むべきである。 

 

                                                
120 A/HRC/25/57/Add.2/, para 65. 
121 Id. 
122 Id at para 67. 
123 Id. 
124 Id at para 78(m). 

125 Id at para 78 (n). 
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VI. 日本政府及び日本企業の責務 

 

日本は、米国、欧州、中国に次ぐ世界第4位の木材製品消費国、かつ、中国に次ぐ世界第2位の

熱帯雨林木材の輸入国である126。また、日本は、依然として2012年時点において、サラワク州から輸

出される木材及び木材製品の4割弱を輸入し消費している127。このように、サラワク州の木材市場を含

む国際的な木材市場において日本は重要な役割を果たしている。 

本章では、サラワク州の違法伐採材の日本における使用状況について、具体的事例を紹介しな

がら説明する。また、違法伐採材の日本への流入には、違法伐採材の輸入を防止する法規制が不十分

であることが原因として挙げられることから、日本の法規制、並びに国際人権基準及び他国の法規制

からみた日本の法規制の問題点についてもあわせて説明する。 

 

1. 日本におけるサラワク州の違法伐採材の使用状況 

 

A) サラワク州の木材を使用している日本企業 

 

日本の民間企業は、サラワク州の木材のかなりの割合を輸入している。2012年の統計によれば、

サラワク州の木材取引の38％（金額ベース、9億米ドルに相当）が日本向けと報告されている128。  

主要な輸入業者には以下の企業とその子会社が含まれる（順不同）。 

・双日株式会社（以下、「双日」という）、 

・伊藤忠商事株式会社（以下、「伊藤忠」という）、 

・住友林業株式会社、 

・三井住商建材株式会社、 

・丸紅建材株式会社、 

・トーヨーマテリア株式会社、 

・ジャパン建材株式会社 

また、以下の大手建設会社が建設事業においてサラワク州の木材を使用している（順不同）。 

・清水建設株式会社（以下、「清水建設」という）、 

・鹿島建設株式会社 （以下、「鹿島建設」という）、 

・大成建設株式会社（以下、「大成建設」という）、 

B) サラワク州木材の日本における使用例 

 

以下では、日本におけるサラワク州木材の輸入・使用の実態を示す事例を紹介する129。なお、

以下の事例においては、違法伐採を行っている企業としてマレーシアの伐採企業であるサムリン・グ

                                                
126 グローバル・ウィットネス、(前掲注3)7頁参照。  

127 STIDC, ‘Export Statistics of Timber and Timber Products Sarawak 2012,’ URL: 
http://www.sarawaktimber.org.my/timber_statistic/Export_Statistics_Timber_Products_Sarawak_2012.pdf, 3. 
128 STIDC (note 124 above). 

129 以下の事例の記載は、グローバル・ウィットネス(前掲注3)の記載に依拠している。 

http://www.sarawaktimber.org.my/timber_statistic/Export_Statistics_Timber_Products_Sarawak_2012.pdf
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ループ及びシンヤン・グループ、並びに同グループと取引関係にある日本企業が紹介されているが、

違法伐採企業を行っているマレーシア企業は上記 2 社グループに限られず、違法伐採の問題はサラワ

ク州の木材産業全体に蔓延しているといえる130。 したがって、違法伐採の問題は、サラワク州の木材

産業と取引関係のある日本の全民間企業に影響する問題であることに留意する必要がある。 

  

事例1：サムリン・グループと双日及び伊藤忠との間の取引 

グローバル・ウィットネスが2013年9月に公表した報告書によれば、マレーシアの伐採企業の

一つであるサムリン・グループの伐採ライセンス区域においては、急斜面や川岸の近くでのライセン

ス条件に違反する伐採が広範囲に行われていたことが報告されている131。同報告書では、このように

組織的な違法伐採が確認されているサムリン・グループの伐採ライセンス区域からの丸太、又は、当

該区域から原木を得る工場からの合板を、双日及び伊藤忠が購入していたことが報告されている132。 

 

事例2：シンヤン・グループと 双日及び伊藤忠との間の取引 

グローバル・ウィットネスが2013年9月に公表した報告書によれば、日本企業向け木材の主要

な供給企業であるマレーシアのシンヤン・グループが、急斜面や国立公園候補地での伐採等の違法か

つ持続可能性に欠ける伐採を行っていたとされている133。こうした 違法伐採材は、 双日及び伊藤忠が

購買していたことが報告されている134。 

このような指摘を踏まえ、双日は、2015年9月に、違法伐採された木材の取扱いは行わないこ

と、森林伐採が及ぼす人権への影響の軽減に努めること等が明記された木材調達方針を新たに策定し

ている135。また、伊藤忠は、シンヤン・グループ及びサムリン・グループに対し違法性に関する第三

者による調査と森林認証取得を働きかけ、その結果、第三者による調査及び森林認証取得のプロセス

に入っているとされる136。 さらに、伊藤忠の「木材、木材製品、製紙用原料及び紙製品の調達方針」

には保護価値の高い森林の破壊など、深刻な環境・社会的問題に関わるサプライヤーからの調達でな

いことが明記されている。 

しかしながら、両企業は未だに違法伐採を行っているとされる巨大伐採産業と取引を継続して

おり、上記記載の対応策は違法伐採材の流入を阻止するためには不十分なものと言わざるをえない。 

 

事例3：建設業界での型枠合板の使用—清水建設、鹿島建設、及び大成建設 

グローバル・ウィットネスが2014年12月に公表した報告書によれば、サラワク州から輸入され

                                                
130 例えば、ノルウェー政府年金基金は、倫理委員会の調査で、WTK及び Ta Annも違法伐採を行っていることが判明

したとして、これらの会社から投資を引き揚げている。Annual report 2014 Council on Ethics for the Government Pension 

Fund Global, URL: http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf。また前述のとおりサラワク州

の首相であるアデナン氏は大手6社の首脳に対して違法伐採を行わないよう直接警告している。 

131 グローバル・ウィットネス(前掲注3)8-9頁。 

132 同上。 

133 同上10頁。 

134 同上10頁。 

135 ヒューマンライツ・ナウからの問い合わせに対する回答。 

136 ヒューマンライツ・ナウからの問い合わせに対する回答。 

http://etikkradet.no/files/2015/01/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report.pdf
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た木材の多くが、日本の建設現場で使い捨てのコンクリート型枠用合板として使用されている137。同

報告書によれば、違法伐採を指摘されているシンヤン・グループの生産した合板が東京の主な建設現

場で用いられており、これらの建設現場には①清水建設施工の東上野２丁目計画、②大成建設施工の

品川シーズンテラス、および③鹿島建設等施工の紀尾井町プロジェクト、が含まれるとされる138。 

このうち、①②の現場の状況は、以下の写真が示している。 

  

  

 

①清水建設施工の建設現場（グローバル・ウィットネス提供） 

 

                                                
137グローバル・ウィットネス「衝突する2つの世界」（2014年12月）, URL: https://www.globalwitness.org/olympicsjp/ 

138 同上。 

https://www.globalwitness.org/olympicsjp/
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②大成建設施工の建設現場（グローバル・ウィットネス提供） 

 

 

こうした指摘に対し、数社は木材調達の見直しを検討している旨を述べている。 

例えば、大成建設は、代替材の使用を増やす努力の一環として、コンクリート型枠に使用する

熱帯合板の量を公的に報告しているとされる139。 

また、鹿島建設は、一部支店において、シンヤン・グループからの型枠合板の調達を2014年5

月から停止するよう契約業者に指導しているほか140、代替材の使用を検討しているとのことである141。 

清水建設もサラワク州での違法伐採問題を調達部門と傘下企業に問題提起したとのことである

142。 

しかし、調達停止以外の微温的な方法だけでは、違法伐採材の流入を阻止するための抜本的な

解決策としては不十分であるといわざるをえない。 サラワク州政府自体が同州における違法伐採の問

題が深刻であると認めている状況下において、サラワク産の合板の利用を継続する限り、先住民族の

                                                
139 同上。 

140 ヒューマンライツ・ナウからの問い合わせに対する回答。 

141 グローバル・ウィットネス前掲注137。 

142 グローバル・ウィットネス前掲注137。 
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人権侵害、又は違法伐採に関与している可能性が高い。 

木材調達に対する抜本的な見直しは急務である。 

 

2. 日本の規制 

 

1. 記載のとおり、日本においてはサラワク州の違法伐採材が広範囲にわたり使用されているが、

このような違法伐採材の蔓延を許している背景には、違法伐採材に対する法規制が諸外国に比べても

緩やかであるという問題がある。 

日本は、2000年に、国家が環境負荷の少ない物品の調達に努めるべきことを定めた「グリーン

購入法（正式名称：国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号））」を

制定した。同法に基づき2006年に林野庁が策定したガイドラインは、輸入木材の合法性を判断するた

めに必要な一連の認証方法を定めている（以下、同ガイドラインに基づく認証制度を「合法木材制度」

という。）143。合法木材制度の下では、木材が違法に伐採されていないことを認証することにより、輸

入木材が適法であることを証明する必要がある144。同ガイドラインに基づき、森林認証の活用、業界

団体の認定を受けた事業者が証明する業界団体認定制度145などの取り組みが取られている。 

しかし、グリーン購入法は政府部門に対して義務を課すものであるため、日本の輸入者に法令や

制度を遵守させるための強制力や重大な罰則を有していないという限界が指摘されている146。また、

グリーン購入法は、政府行政機関による調達といった限定された領域にしか適用されず147、同法が適

用されるのは日本の全木材消費の5%以下にしか相当しないとされる148。 

さらに、合法木材制度のもとで合法性の証拠として認められる許可証には、以下のとおり重大な

問題がある。 

そもそも、日本の合法木材制度は、「合法性」を「伐採に当たって原木の生産される国又は地

域における森林に関する法令に照らし手続が適切になされたものであること」149と定義している。 

したがって、原産国の法令・手続きに形式的に従っていれば合法とされるのであり、先住民族

の人権が侵害されたか否かといった実質的な判断は何ら含まれていない。また、合法木材制度におけ

る「合法木材」であることの検証制度については、日本側に独立した検証制度がなく、生産国政府及

                                                
143 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月、林野庁）」（「林野庁ガイドラ

イン」）、URL: http://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf. 

144 一般社団法人全国木材組合連合会 違法伐採対策・合法木材普及推進委員会「合法木材ハンドブック（第四版）」13

頁(2015)（以下「合法木材ハンドブック」という。）, URL: http://www.goho-wood.jp/ihou/handbook_k.pdf. 

145 合法性、持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するために、平成18年より林野庁のガイドラインに基づい

手運用が開始された。森林・林業・木材産業関係団体（認定団体）が、自主的行動規範を作成し、申請のあった事業者

について分別管理体制、文書管理体制などが適切に行われているか審査・認定している。証明の方法としては、認定事

業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木材製品が合法性、持続可能性を証明されたものであ

り、かつ、分別管理されていることを証明する書類（証明書）を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交

付を繰り返して合法性、持続可能性の証明の連鎖を形成することにより証明を行っている。全国木材組合連合会ホーム

ページ、「合法性の証明方法について」URL：https://www.goho-wood.jp/certification/ 

146 ただし、グリーン購入法の違反に関しては、証明書等の虚偽記載を行った場合には会計等に関する他の法令を通じ

て処置がなされ、また民事訴訟を通じて判断される可能性があり、また、企業の不正行為は認証団体のウェブサイトを

通じて公表される可能性があるとされている。合法木材ハンドブック（前掲注144)26頁. 

147 もっとも、輸入業者の中には合法木材制度を民間部門への供給に自主的に適用している例もある。 

148 グリーン購入法1条、3条等参照。 

149 林野庁ガイドライン（前掲注143）、2(1). 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/gaido1.pdf
http://www.goho-wood.jp/ihou/handbook_k.pdf
https://www.goho-wood.jp/certification/
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び民間部門の保証に大きく依存している150。 

サラワク州からの木材輸入についてみれば、合法性認証の2つの基準―― 

① 売主は伐採時点における木材の合法性を保証する、 

② 業界団体や加工・流通過程の認証団体等の第三者が売主の保証の信頼性を保証する――151 

は、サラワク州側のみのモニタリングを受けている。 

 しかし、このようなモニタリングは適切に機能していない。すなわち、サラワク州側では、サ

ラワク州政府が運営する法人であるサラワク木材産業開発公社（Sarawak Timber Industry Development 

Corporation, STIDC）が木材輸出手続を監視しており、STIDC が押印及び署名した輸出証は、適法性の

証明があるものとして認められるのである152。ところが、II.3「汚職」記載のとおり、STIDC は長年に

わたり、巨大伐採企業との癒着に伴う腐敗、汚職が蔓延していると指摘されており、違法な伐採につ

いても適法性の証明を出し続けてきたといわれている153。そのため、STIDC は、適法性の判定機関と

して適切とはいえず、STIDC による合法性証明に依拠した合法性認証のプロセスが正当なものとは認

められない。しかし、日本の合法木材制度のもとでは、サプライ・チェーンにおいて高い違法性リス

クが存在する場合であっても、合法性について独自に検証する必要がないため、木材伐採権の割り当

てに際しての贈収賄その他の潜在的な法律違反、適切な手数料もしくは税金の不払いなどの違法性が

あっても、STIDC が合法性の証明があるものとして輸出証を発行さえしていれば、日本木材輸入協会

や全国木材組合連合会など日本の木材業界団体は、合法性の証明をそのまま受け入れてきた154。例え

ば、日本木材輸入協会は、サラワク州における合法性証明書制度について、以下のように述べている。 

「（サラワク州の合法性証明制度は）、彼の国でしっかり確立され、現在は効率的に運用されてお

り、日本の NGO を含む独立した委員会によって監視されている。その制度は日本のグリーン購入法の

要件を満たしており、7 年の間、日本の木材業界に広く受け入れられている。日本で合法性を証明する

のに十分な公式な正当性があると確信している155。」 

このように不十分な「合法」の定義のもとでは、汚職などによる不正に対する何らの歯止めも

ないばかりでなく、先住民族の慣習的な土地権の侵害も、「合法」性を否定する要因にならないことと

なる。こうした不十分な「合法」性の定義の下で、先住民族の権利侵害をもたらす違法伐採木材は大

量に輸入されてきたのである156。  

以上のとおり、グリーン購入法及びこれに基づく合法木材制度は、サラワク州からの違法な木

材輸入を停止させるために必要なチェック機能や実効的な強制力及び罰則を欠いている。結果的に、

このような日本の緩やかな法規制は、日本企業による違法伐採材の大量購入を許容することになり、

サラワク州における先住民族の人権侵害や、環境破壊、及び汚職の蔓延といった問題を助長すること

                                                
150  Id, 17. 

151 合法木材ハンドブック（前掲注144)13頁。 

152 合法木材ハンドブック（前掲注144)56頁。 

153 ‘How Forestry Staff Write Their 'Ground Reports' From Seaside Hotels in KK,’ Sarawak Report, FEB 18, 2014, URL: 
http://www.sarawakreport.org/2014/02/forestry-department-write-ground-reports-from-seaside-hotels-in-kk-exclusive-expose/ 

154 グローバル・ウィットネス(前掲注3)15頁。 

155 同上16頁。 

156 Id, 16頁。 
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になっている157。 

 

3. 国連ビジネスと人権に関する指導原則 

 

2011年に国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択された。同原則

は、「人権侵害から保護するという政府の義務」「人権を尊重する企業の責任」「人権侵害からの救済手

段の重要性」という 「保護・尊重・救済」の枠組みを柱としている。 

同原則においては、人権を尊重する責任を果たすために、企業は次のような行動をとるべきと

されている158。 

a) 人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント 

b) 人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つと

いう人権デュー・デリジェンスプロセス 

c) 企業が引き起こし、又は助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス  

人権デュー・デリジェンスプロセスとは、企業活動による実際の又は潜在的な人権への影響を

考量評価すること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反応を追跡検証すること、及び

どのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきであるとされる159。また、人権デ

ュー・ディリジェンスは、「企業がその企業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、又はその取引

関係によって企業の事業、商品又はサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきである」

とされ160、その範囲は、企業の自社の活動のみならず企業のバリューチェーンにおいて生じる負の影

響にも及ぶとされる161。  

 さらに、同指導原則は、国家は、次のような行動をとるべきだと規定する162。 

a) 人権を尊重し、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあればそれに対処することを企業

に求めることを目指すか、又はそのような効果を持つ法律を執行する。 

b) 会社法など、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の

尊重を強制するのではなく、できるようにする。 

c) その事業を通じて人権をどのように尊重するかについて企業に対し実効的な指導を提供する。 

d) 企業の人権への影響について、企業がどのように取組んでいるかについての情報提供を奨励し、

また場合によっては、要求する。 

現在のグリーン購入法及びこれに基づく合法木材制度は、マレーシアにおける形式的な適法性

評価に依拠しており、企業活動の人権に対する実質的な評価の仕組みを欠いており、原則3に違反す

ると考えられる。また、日本企業の多くは、かかる形式的な適法性評価に基づいて企業活動を継続し

ており、原則17に定められた、人権デュー・ディリジェンスの義務を履行していないといえる。 

                                                
157 Id, 19頁。 

158 国連ビジネスと人権指導原則（以下「指導原則」という。）15 。 

159 指導原則17。 

160 同上。 

161 指導原則17の注釈。 

162 指導原則3。 
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4. 他国の政策 

 

日本とは対照的に、主要な木材輸入国のうち先進国である米国、EU 及びオーストラリアは、

違法木材輸出に関するより包括的かつ効率的な法律及び政策を制定している。 

A) 米国の法規制  

 

熱帯地域からの違法かつ安価な木材及び木材製品の輸入によって、米国の木材産業が悪影響を

受けたことが背景となって163、米国は、違法に採取された木材製品を禁止する世界初の法律である

2008年レイシー法を制定した。修正後の2008年レイシー法は、米国又は他国の法律に違反して採取、

輸送又は取引された植物の国内又は外国取引における輸入、輸出、移動、販売、受領、取得及び購入

を違法とした164。この法律のもとでは、(1)植物保護に関する法令並びに植物の窃取、保護地域からの

伐採、指定地域からの伐採及び許可のない伐採の規制に関する法令に違反した場合、(2)適切な租税、

手数料等の支払いがなされなかった場合、又は(3)輸出又は輸送の制限に違反した場合には違法とされ

る165。すなわち、違法の定義は先住民族の権利についても考慮している。 

さらには、透明性と信頼性を向上させるため、レイシー法は、輸入者に、製品において使用さ

れる木の種類の科学的名称、採取国、製品の数量及び寸法、並びに製品の価額を明らかにすることを

要求している166。輸入業者にこのような基本情報を提供させることは、企業に木材の生産地を理解さ

せるとともに、米国政府による法の執行を可能とするものである。 

レイシー法は、包括的な法制度と信頼性の向上に加え、違反者に厳しい罰則を課している。

2008年レイシー法のもとでは、意図的であったかどうかによって違法木材の取引の罰則が異なる。意

図的であった場合には、組織に対して50万米ドル以下の罰金（個人に対しては25万米ドル以下の罰金）

あるいは、取引による利益/損失の最大額の2倍の罰金及び5年以下の禁固と商品の没収が課されうる。

意図的でなかった場合、”due care”の有無 によってさらに罰則は異なる。”due care”がなかった場合、組

織に対して20万米ドル以下の罰金（個人に対しては10万米ドル以下の罰金）もしくは、取引による利

益/損失の最大額の2倍の罰金及び商品の没収、及び/又は、1年以下の禁固あるいは1万米ドル以下の民

事罰金が課されうる。一方、”due care”が認められた場合には、商品が没収されるのみである。“due 

care”は米国の法律制度によって発展してきた柔軟な概念であり、分別のある人なら行うであろう管理

の程度を意味している。裁判でどのように due careが捉えられるは不明瞭であるため、企業は、長く複

雑なサプライ・チェーンから違法木材を減らすための幅広い技術と資源を活用するのが賢明であると

される。レイシー法は書類ベースではなく事実ベースの法規であるが、頑健な第3者認証や監査は重要

な”due care”の方法であるとされる。 

                                                
163 例えば、ディープグリーンコンサルティング代表 籾井まり「違法木材の輸入・販売規制が欧米で加速化～米国改

訂レイシー法～」（フェアウッド・メールマガジン第42号 2010年12月9日発行）URL: 

http://www.fairwood.jp/news/mmbn/mmat/vol042_1.html参照 

164  The Lacey Act, 16 USC §3372(a)(2), URL: http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/background--
redlinedLaceyamndmnt--forests--may08.pdf 
165 Id, 16 USC §3372(a)(2)(B). 

166 Id, 16 USC §3372(f)(1). 

http://www.fairwood.jp/news/mmbn/mmat/vol042_1.html
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/background--redlinedLaceyamndmnt--forests--may08.pdf
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/background--redlinedLaceyamndmnt--forests--may08.pdf
file:///C:/Users/Student/Desktop/Human%20Rights%20Now/logging/Ibid
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B) EUの法規制 

 

EUは、広範な対象、実効的な措置及び強力な執行を確保するため、The Forest Law Enforcement 

Governance and Trade (FLEGT) Action Plan に基づき、包括的な EU 木材規則（European Union Timber 

Regulations （EUTR））を制定した。EUTR では、伐採により影響を受ける土地に関する第三者の法的

権利についての産出国の法令を違法性の判断に当たり考慮することを求めている167。また EUTR は、

民間部門を含む事業者に due diligent 制度の実施を義務付けている168。Due diligent 制度には、以下の要

素が含まれる必要がある169。 

a) 事業者による市場への木材又は木材製品の出荷に関する以下の情報へのアクセスを提供

する措置・手続；「製品の商標及び種類、樹種の一般名、該当する場合は完全な学名」

「伐採国、また該当する場合は木材の伐採された国内の地域と伐採許可の情報」「数量

（体積、重量又は単位数で示す）」「事業者に納品した業者の名称及び住所」「木材及

び木材製品が納入された先の取引業者の名称及び住所」「その木材及び木材製品が適用

法を順守していることを示す文書その他の情報」 

b) 違法に伐採された木材あるいは違法伐採の木材に由来する木材製品が市場に出荷される

リスクを事業者が分析・評価できるようにするリスク評価手続。この手続では、a)項の

情報のほか、以下のような関連するリスク評価基準を考慮に入れる必要がある；適用法

を順守していること、特定の樹種の違法伐採に関する規模、伐採国あるいは木材が伐採

された国内の地域又はその両方において違法伐採あるいは違法業務の行われている規

模、国連安全保障理事会又は欧州連合理事会が木材の輸出入に対して課した制裁、木材

及び木材製品のサプライ・チェーンの複雑さ。 

c) リスク軽減に向けた手続（リスク手続において特定されたリスクが無視できる程度であ

る場合を除く。）。この手続では、リスクを効果的に最小限にするうえで適切かつ釣り

合いのとれた数々の対策・手続を用いる必要があり、追加的な情報・文書や第三者によ

る認証が求められる場合がある。 

包括的な規制のほか、EU は、企業に法律を遵守させるべく、厳格かつ明確な罰則を設けてい

る。また、EUTR は、各加盟国に対して、実効的でバランスの取れた抑止力のある罰則（例：木材製品

の差押え、取引許可の即時停止及び損失に応じた懲役及び罰金等）を制定及び適用することを要求し

ている170。  

また EU は、FLEGT Action Plan のもう 1 つの柱として、Voluntary Partnership Agreement 

（VPA）と呼ばれる二国間協定の締結を進めている。これは輸出国に木材の適法性認証制度を構築さ

                                                
167 REGULATION (EU) No 995/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010 laying 
down the obligations of operators who place timber and timber products on the market, Art 2, Item (h), URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN 
168 Id. 
169 Id, Preamble, para.17.  

170 Id, art. 19, para1-2. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
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せることで、EU に輸出される木材の適法性を確保するものである171。EU とマレーシアは VPA の締結

に向けた交渉を 2007 年に開始したが、未だに締結に至っていない172。締結に至らない主な理由とし

て、サラワク州が、主要マーケットが EU以外のため参加の意義がないとして、締結交渉への参加を拒

否していることが挙げられている173。 

C) オーストラリアの法規制 

 

EUTR と米国レイシー法に触発され、オーストラリア政府は、2012年に違法木材禁止法を制定

した。2012年 オーストラリア違法伐採禁止法（Australian Illegal Logging Prohibition Act）は、オースト

ラリアの輸入業者が、伐採国の法律に違反して採取された木材又は木材製品をオーストラリア市場に

持ち込むことを違法としている174。また、サラワク州との取引において、木材製品の合法性の確認は

STIDC に任せているものの、先住民族の権利について考慮し、企業に対して due diligence を求めてい

る175。この法律は、違反に対する刑事罰として、5年以下の懲役及び（あるいは）個人に対して8万

5000オーストラリアドル以下の罰金を課すことができ、企業又は法人に対して42万5000オーストラリ

アドル以下の罰金が課せられうる176。さらに、2014年11月30日からは、違反が意図的でない場合にも

商品が没収されるようになったほか、due diligence の違反に関しても、個人に対して5万1000オースト

ラリアドル以下の罰金が、企業に対しては25万5000オーストラリアドル以下の罰金が課せられるもの

とされた177。 

D)日本と他国との比較 

 

 以上のとおり、日本に比べ米国、EU 及びオーストラリアの法律及び政策は違法木材の輸入に

対してより厳格である。 

 すなわち、日本では違法木材を輸入した民間企業に対する罰則がないのに対し、米国、EU 及

びオーストラリアの法規制も違法木材を輸入した民間企業に厳しい刑事罰を科している。 

 また、日本の合法木材制度においては、事実上、産出国側の作成した書類に全面的に依拠する

ことができ、かつ、違法性のリスクが高い場合でも追加調査等の措置は要求されない。これに対し、

米国、EU 及びオーストラリアのいずれにおいても、民間企業はサプライ・チェーンを遡っての due 

diligence を実施することが要求され、その結果、違法性のリスクが認識された場合はそれを軽減するこ

とが要求されている。 

                                                
171 'All You Need to Know about the US Lacey ACT, EUTR, and the Australian Illegal Logging Prohibition 2012,' retrieved on June 
29, 2015, URL: 
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23025/All+you+need+to+know+about+the+US+Lacey+Act,%20the+EU+Timber+Regu
lation+and+the+Australian+Illegal+Logging+Prohibition+Act+2012/b30e8b52-f093-448d-be57-9ae7677259f1, 11.  
172 Hoare (note 19 above), 12. 
173 See, e.g., Yu Ji, ‘EU hopes to get Sarawak on board Voluntary Partnership Agreement,’ The Star Online, November 16, 2013, 
URL: http://www.thestar.com.my/News/Community/2013/11/16/Countering-illegal-timber-trade-EU-hopes-to-get-Sarawak-on-
board-Voluntary-Partnership-Agreement/ 

174Illegal Logging Prohibition Act, No. 166, 2012 An Act to combat illegal logging, and for related purposes, §§7, 8(b), URL: 
https://www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00166 
175 Id. §15. 

176 Id. §8-§10. 

177 Id. 

http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23025/All+you+need+to+know+about+the+US+Lacey+Act,%20the+EU+Timber+Regulation+and+the+Australian+Illegal+Logging+Prohibition+Act+2012/b30e8b52-f093-448d-be57-9ae7677259f1
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23025/All+you+need+to+know+about+the+US+Lacey+Act,%20the+EU+Timber+Regulation+and+the+Australian+Illegal+Logging+Prohibition+Act+2012/b30e8b52-f093-448d-be57-9ae7677259f1
http://www.thestar.com.my/News/Community/2013/11/16/Countering-illegal-timber-trade-EU-hopes-to-get-Sarawak-on-board-Voluntary-Partnership-Agreement/
http://www.thestar.com.my/News/Community/2013/11/16/Countering-illegal-timber-trade-EU-hopes-to-get-Sarawak-on-board-Voluntary-Partnership-Agreement/
https://www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00166
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 さらに、EU では違法性の判断に当たり先住民族の土地の権利に関する法令も考慮に入れるこ

とが明文で要求されており、また米国及びオーストラリアにおいてもそのような法令は違法性の判断

において考慮されると考えられるが、日本の合法木材制度においては合法性の定義が曖昧であり、森

林に関する法令のみが考慮対象とされており、先住民族の土地の権利の侵害は明確には考慮されてい

ない。 

 このような状況を反映し、日本はインド及び中国と並ぶ、規制の緩いマーケットと認識されて

いるようである178。サラワク州政府及びサラワク州の木材産業が従来違法伐採対策に積極的でなかっ

たのは、規制の緩いマーケットが主要な輸出先であることが背景にある。サラワク州の木材及び木材

製品の最大の輸入先である日本で、規制の強化やより徹底的な due diligenceの取り組みが行われれば、

サラワク州側も違法伐採問題を看過することはできなくなるであろう179。 

 

 

                                                
178 See, e.g., Hoare (note 19 above), 20-21 and Yu Ji (note 173 above). 

179 なお最近の報道によると、日本でも民間企業に木材の合法性の調査を義務付ける法案を策定する動きが始まってい

るようである。毎日新聞「違法伐採：自民が新法策定へ 民間業者の調査義務付け」2015年7月3日、URL: 

http://mainichi.jp/select/news/20150704k0000m020079000c.html 

http://mainichi.jp/select/news/20150704k0000m020079000c.html
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VII. 提言 

 

ヒューマンライツ・ナウは、マレーシアのサラワク州において、先住民族に対する深刻な人権

侵害が生じていることを確認した。マレーシアにおける森林伐採は、政府の管理するライセンス制度

により規制され、かかるライセンス制度の下で先住民族の権利が保護されることが想定されているが、

違法伐採の取締りが不十分であること、サラワク州政府と企業の癒着により先住民族の権利を無視す

る形で伐採ライセンスが乱発されていること等から、先住民族の権利に対する保護は十分ではない。

違法伐採の結果、サラワク州における森林は実際に減少しており、違法伐採が森林に依存している先

住民族の生活及び生存に大きな影響を与えている。 

また、サラワク州産木材の主要な輸入国である日本の対応も十分とはいえない。日本政府は違

法木材の輸入を実効的に規制できておらず、また、日本企業は輸入木材の伐採プロセスにおける適法

性をチェックする努力を怠り、サラワク州で違法伐採を行っていることが明らかとなっている現地企

業との取引を継続してきている。 

よって、ヒューマンライツ・ナウは、サラワク州の先住民族の権利保護のため、以下の勧告を

行う。 

 

1. 日本企業に対して 

A) サムリン・グループ及びシンヤン・グループを初めとする、サラワク州で違法伐採を行って

いる伐採企業との取引を直ちに停止すること。 

B) 法令の改正を待たず自主的に、輸入木材及び木材製品のサプライ・チェーンの徹底的な due 

diligenceを行い、自ら違法木材を監視できる仕組みを構築すること。 

C) 環境の保全及び人権の尊重を重視するよう CSR の指針を策定又は改訂し、かかる指針の内容

をグループ内及び取引先に対して周知徹底すること。 

D) 違法伐採に関する正確な情報入手のため、NGO や先住民族コミュニティとも継続的に対話を

行うこと。 

2. 現地企業に対して 

A) 違法伐採を直ちに停止すること。 

B) 伐採ライセンスが付与されているか否かに関わらず、先住民族から自由意思による、事前

の、十分な情報に基づく同意が得られていることを自ら確認し、かかる同意が得られている

ことを条件として伐採を行うこと。 

C) 森林関連法規やライセンス条件に違反する伐採、汚職に関与する行為等の違法行為を防止す

るためのコンプライアンス体制を構築すること。 

D) 環境の保全及び人権の尊重を重視するよう CSR の指針を策定又は改訂し、かかる指針の内容

をグループ内及び取引先に対して周知徹底すること。 

3. 日本政府に対して 
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A) 違法木材の取引を全面的に禁止し違反者に刑事罰を含む制裁を科すよう法令を改正するこ

と。 

B) 木材及び木材製品の輸入について実効的な due diligenceを義務付けること。 

C) 違法性の判断に当たり、汚職及び先住民族の土地に対する慣習権の侵害を含め幅広く諸法令

（国際人権法を含む。）を含むことを明示するよう法令及びガイドラインを改正すること。 

4. マレーシア政府及びサラワク州政府に対して 

A) 違法伐採に対する規制を強化し、及び違法伐採に関わる汚職の摘発を強化すること。 

B) 先住民族が狩猟、漁業、伐採及び収集に利用している土地についても先住民族の土地に対す

る慣習権を認めるよう法令を改正するとともに、先住民族の土地に対する慣習権の登録を迅

速に進めること。 

C) 伐採ライセンスの付与に当たり影響を受ける先住民族から、自由意思による、事前の、十分

な情報に基づく同意（FPIC）を得ることを条件とし、伐採企業への監視を強化すること。 

D) 先住民族の土地に関する権利に関して SUHAKAM が2013年4月に公表した報告書記載の勧告

に従い、法令を改正するか、又は、法令の運用を改善すること。 

 

以 上 


